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�愛媛県告示第９９９号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、令和４年９月５日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０００号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ドン・キホーテ松山店 松山市土居田町１３３
番地１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

日本アセットマーケ
ティング株式会社
代表取締役
白濱 満明

日本アセットマーケ
ティング株式会社
代表取締役
平田 一馬

令和４年
６月２９日

令和４年
９月１６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所及び代表者
の氏名

株式会社ドン・キホ
ーテ
東京都新宿区西新宿
二丁目６番１号
代表取締役
成沢 潤治

株式会社ドン・キホ
ーテ
東京都目黒区青葉台
二丁目１９番１０号
代表取締役
吉田 直樹

令和元年
９月２５日
ほか

発 行 愛 媛 県
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公 告
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公営企業管理規程

○ 愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程……………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…８４２

雑 報

○ 公立大学法人愛媛県立医療技術大学の令和３年度に係る財務諸表の公表………………………………………………………………………（保健福祉課）…８４３

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

１５ 愛媛県猟友会
東新支部
支部長
伊藤 惠文

１ 住所
新居浜市松神子２
丁目３－４２

２ 代表者氏名
伊藤 惠文

３ 売りさばき所
新居浜市松神子２
丁目３－４２

１ 住所
新居浜市平形町６
番３８号

２ 代表者氏名
�橋 正年

３ 売りさばき所
新居浜市平形町６
番３８号

毎週（火・金）曜日発行 第３４６号 令和４年９月３０日

令和４年９月３０日金曜日 第３４６号
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�愛媛県告示第１００１号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

宇和島市 高串の第７・第
８

令和２年度から
令和３年度まで

宇和島市（高串の
第７・第８）の地
籍図及び地籍簿

大洲市 菅田第４計画区 令和２年度から
令和３年度まで

大洲市（菅田第４
計画区）の地籍図
及び地籍簿

大洲市 菅田第６計画区 令和２年度から
令和３年度まで

大洲市（菅田第６
計画区）の地籍図
及び地籍簿

２ 認証年月日

令和４年９月３０日

�������
�愛媛県告示第１００２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 令和４年１０月１７日（月）１４時から

２ 場所 愛媛県北宇和郡鬼北町近永７９７ 近永公民館２階講堂

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

広見都市計画道路の変更案について

� 案件の概要

広見都市計画道路中Ⅱ・３・１泉橋本町線を変更する。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市計画区

域内市町に在住の人並びに利害関係者に限る）は、意見の要旨

及びその理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出する

こと。

� 申出の期限

令和４年１０月１１日（火）まで

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、公聴会の

開催を中止する。

� 問合せ先

〒７９０―０００１ 愛媛県松山市一番町四丁目１－２

愛媛県自治会館５階

愛媛県土木部道路都市局都市計画課都市計画グループ

（電話 ０８９―９１２―２７３８）
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�愛媛県告示第１００３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 令和４年１０月１７日（月）１４時から

２ 場所 愛媛県北宇和郡鬼北町近永７９７ 近永公民館２階講堂

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

広見都市計画道路の変更案について

� 案件の概要

広見都市計画道路中Ⅰ・小・２永野市線を廃止する。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市計画区

域内市町に在住の人並びに利害関係者に限る）は、意見の要旨

及びその理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出する

こと。

� 申出の期限

令和４年１０月１１日（火）まで

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、公聴会の

開催を中止する。

� 問合せ先

〒７９０―０００１ 愛媛県松山市一番町四丁目１－２

愛媛県自治会館５階

愛媛県土木部道路都市局都市計画課都市計画グループ

（電話 ０８９―９１２―２７３８）
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�愛媛県告示第１００４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 令和４年１０月１７日（月）１４時から

２ 場所 愛媛県北宇和郡鬼北町近永７９７ 近永公民館２階講堂

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

広見都市計画道路の変更案について

� 案件の概要

広見都市計画道路中Ⅱ・３・２栄町芝線を廃止する。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市計画区

域内市町に在住の人並びに利害関係者に限る）は、意見の要旨

及びその理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出する

こと。

� 申出の期限

令和４年１０月１１日（火）まで

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、公聴会の

開催を中止する。

� 問合せ先

〒７９０―０００１ 愛媛県松山市一番町四丁目１－２

愛媛県自治会館５階

愛媛県土木部道路都市局都市計画課都市計画グループ

（電話 ０８９―９１２―２７３８）
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�愛媛県告示第１００５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 令和４年１０月１７日（月）１４時から

２ 場所 愛媛県北宇和郡鬼北町近永７９７ 近永公民館２階講堂

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

広見都市計画道路の変更案について

� 案件の概要

広見都市計画道路中Ⅰ・小・３奈良通線を廃止する。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市計画区

域内市町に在住の人並びに利害関係者に限る）は、意見の要旨

及びその理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出する

こと。

� 申出の期限

令和４年１０月１１日（火）まで

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、公聴会の

開催を中止する。

� 問合せ先

〒７９０―０００１ 愛媛県松山市一番町四丁目１－２

愛媛県自治会館５階

愛媛県土木部道路都市局都市計画課都市計画グループ

（電話 ０８９―９１２―２７３８）

�愛媛県告示第１００６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和４年９月３０日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�愛媛県告示第１００７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和４年９月３０日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ハートウォーミングライフ藤
田 訪問介護ステーションさくら 愛媛県今治市桜井４丁目６番５２号ハー

トウォーミングライフ志々満 令和４年８月２０日 訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人亀天会 ヘルパーステーション鶴翠 愛媛県西条市三芳１５３５番地１ 令和４年８月４日 訪問介護

社会福祉法人 興風会 幸風園 愛媛県今治市大西町紺原甲２９０番地１ 令和４年８月３１日 訪問介護
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訓 令

�愛媛県告示第１００８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１５号
庁中一般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２９）第１０６５８号 平成２９年
１０月６日 ㈲西岡塗装工業 西岡 靖夫 西条市壬生川３０－５ 令和４年

７月２２日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－２）第１４７７８号 令和３年
３月４日 ㈱船本工務店 船本 忠男 新居浜市中西町１４－５１ 令和４年

８月５日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（特－２）第１８５０２号 令和２年
７月２１日 ㈱大力 田中 達也 西条市喜多川８５３ 令和４年

８月２２日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

有限会社エクイティ ライフケア紙ふうせん 愛媛県四国中央市中之庄町２６番地１サ
ンハイツ中之庄９０１ 令和４年７月３１日 訪問介護

改 正 後 改 正 前

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

労

政

雇

用

課

１～７

省略

労

政

雇

用

課

１～７

省略

８ 労働

者協同

組合法

の施行

に関す

る事務

１ 労働者協同組合に関するこ

と。

� 一時役員等の選任（第３７

条第２項、第４２条第５項、

第９４条第２項）

○

� 総会等の招集の承認（第

５３条第８項、第６０条、第７１

条第６項、第９４条第２項）

○

� 指針の策定及び変更の協

議（第１３０条第２項）

○

２ 特定労働者協同組合に関す

ること。

� 認定（第９４条の２、第９４

条の８）

○
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公 告

附 則

この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。

� 県警察本部長等の意見の

聴取（第９４条の６）

○

� 変更の認定（第９４条の

８、第９４条の９第１項、第

４項）

○

� 報酬規程等、貸借対照表

等の公開（第９４条の１４）

○

３ 県警察本部長等の意見の聴

取（第１２８条）

○

４ 組織変更後組合に関するこ

と。

� 特定残余財産の譲渡の確

認（附則第２４条第２項）

○

� 裁判所に対する意見の具

申等（附則第２５条、特定非

営利活動促進法第３２条の２

第３項、第４項）

○

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

�公 告

人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 人事行政の運営の状況

� 任免及び職員数に関する状況

ア 職員の採用の状況

令和３年度の新規採用者数は、市町立小・中学校教員を含め、愛媛県全体で１，９４７人（任期の定めのない常勤職員８９６人、会計年度任用職

員１，０５１人）です。任命権者別の職種別・性別内訳は、以下のとおりです。

� 知事 （単位：人）

区分 行政事務 総合土木 建築 農業 畜産 林業 水産 化学 機械 薬剤師 福祉

男性 ５３ １２ ２ ９ ０ ０ ２ ３ １ ２ ５

女性 ３６ １ ２ ７ １ ４ ０ ０ ０ ０ ３

合計 ８９ １３ ４ １６ １ ４ ２ ３ １ ２ ８
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心理 保健師 管理栄養士 保育士 臨床検査技師 獣医師 看護師 海技士 職業訓練指導員 医師 合計

０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ２ ２ ０ ９５

２ ６ １ ３ １ １ ２ １ ０ １ ７２

２ ６ １ ５ １ １ ２ ３ ２ １ １６７

※割愛採用者、自治医大医師は除いている。

区分 会計年度任用職員

男性 ６４

女性 ２９２

合計 ３５６

※パートタイム職員は除いている。

� 公営企業管理者 （単位：人）

区分 行政事務 電気・電子 医師 薬剤師 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 臨床検査技師 管理栄養士 視能訓練士 看護師 合計

男性 ３ １ ３７ ３ １ １ １ ４ ０ ０ ８ ５９

女性 ３ ０ １７ ５ １ ２ ０ １ １ １ ８３ １１４

合計 ６ １ ５４ ８ ２ ３ １ ５ １ １ ９１ １７３

※割愛採用者は除いている。

区分 会計年度任用職員

男性 １１１

女性 ５４７

合計 ６５８

※パートタイム職員は除いている。

� 教育委員会 （単位：人）

区分 小中学校教諭 高等学校等教諭 養護教諭 実習助手 学校事務 栄養教諭 寄宿舎指導員 学芸員 海技士 合計

男性 １２７ ３６ ０ １ ２３ ０ ２ ０ １ １９０

女性 １６３ ４４ ２１ １ １２ ３ １ ２ ０ ２４７

合計 ２９０ ８０ ２１ ２ ３５ ３ ３ ２ １ ４３７

※割愛採用者は除いている。

区分 会計年度任用職員

男性 ５

女性 １０

合計 １５

※パートタイム職員は除いている。

� 警察本部長 （単位：人）

区分 警察官 警察官（武道） 警察官（サイバー犯罪捜査官） 警察事務 航空整備士 合計

男性 ９０ ２ １ ６ １ １００

女性 １２ ０ ０ ７ ０ １９

合計 １０２ ２ １ １３ １ １１９

※割愛採用者は除いている。

区分 会計年度任用職員

男性 ４
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女性 １８

合計 ２２

※パートタイム職員は除いている。

イ 職員の退職の状況

職員の定年等に関する条例により、一部の職員を除いて定年年齢は６０歳とし、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職するこ

ととしています。令和３年度における退職者数は、定年による退職と定年前の自己都合や死亡等による退職を合わせて１，０７８人です。任命

権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 議会議長 代表監査委員 教育委員会 警察本部長 合計

定 年 退 職 １１８ ３３ １ １ ４６５ ５７ ６７５

定年前退職 ５７ １１８ ０ ０ １７６ ５２ ４０３

合 計 １７５ １５１ １ １ ６４１ １０９ １，０７８

※割愛退職者は除いている。

ウ 職員の再任用の状況

地方公務員法により、任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、常時勤務又は短時間勤務の職に採用するこ

とができることとされています。任期は１年ですが、４回まで任期を更新することができます。令和３年度における新規再任用者数は３３７

人、任期更新者数は７５３人、離職者数は１８５人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 人事委員会 議会議長 代表監査委員 教育委員会 警察本部長 合計

新規再任用者数 ４１ １８ １ １ ０ ２５５ ２１ ３３７

任期更新者数 １８２ ３７ ０ １ １ ４８９ ４３ ７５３

離 職 者 数 ５８ １ ０ ０ ０ １１１ １５ １８５

エ 職員数の状況

令和３年及び令和４年の各年の４月１日現在の部門別職員数の状況と令和４年の職員数の主な増減理由、年齢別職員構成の状況並びに定

員管理の方針及び進捗状況は、以下のとおりです。

�ア 部門別職員数の状況と令和４年の職員数の主な増減理由

（各年４月１日現在）

職 員 数 対前年

増減数
主 な 増 減 理 由

令和３年 令和４年

議 会 ３１ ３１ ０

総務企画 ６９６ ６９５ △１ オリパラ推進室の廃止

税 務 １６６ １７６ １０ 育休代替職員等の減

民 生 ３９２ ４０９ １７ ねんりんピックの開催準備

衛 生 ４８６ ５０１ １５ 感染症対策の体制強化

一般

行政

部門

労 働 ８５ ８８ ３ 欠員補充

農林水産 １，０１２ １，００３ △９ 育休代替職員等の減

商 工 ２０７ ２０３ △４ 派遣職員の減

土 木 ７５６ ７５３ △３ 上島架橋建設課の廃止
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小 計

３，８３１

［９０］

〈３３０〉

３，８５９

［６４］

〈３１０〉

２８

［△２６］

〈△２０〉

（男女別）
男 （２，７８０） （２，７５３） ─

女 （１，０５１） （１，１０６） ─

教 育 １１，４８２ １１，３５０ △１３２ 児童生徒数の減少による教職員の減

（男女別）
男 （５，６３１） （５，５３９） ─

女 （５，８５１） （５，８１１） ─

特別

行政

部門

警 察 ２，８８２ ２，８７３ △９ 欠員不補充

（男女別）
男 （２，４０２） （２，３８９） ─

女 （４８０） （４８４） ─

小 計

１４，３６４

［２７７］

〈３５〉

１４，２２３

［２８１］

〈３５〉

△１４１

［４］

〈０〉

公営企業等部門

２，０５１

［４６］

〈６０６〉

２，０７１

［４９］

〈６０１〉

２０

［３］

〈△５〉

県立病院における診療体制の強化

新型コロナウイルス対応

（男女別）
男 （６４２） （６３９） ─

女 （１，４０９） （１，４３２） ─

合計

（条例定数）

２０，２４６

［４１３］

〈９７１〉

（２１，３６５）

２０，１５３

［３９４］

〈９４６〉

（２１，３７７）

△９３

［△１９］

〈△２５〉

注１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職員を含み、臨時又は非常勤の職員（総務省定員管理調査対象
の臨時的任用職員を除く。）は含まれていません。

２ ［ ］内は再任用短時間職員の数、〈 〉内はフルタイム会計年度任用職員の数であり、外書きです。
３ この表は、従事する職務の部門ごとの職員の集計であり、「� 給与の状況」において適用給料表ごとに集計した職員数とは一致しません。
４ 一般行政部門には、知事の事務部局（公立大学法人愛媛県立医療技術大学への派遣職員、博物館職員及び国保事業関係職員を除く。）のほか、人事委
員会、議会、監査委員及び労働委員会の事務部局が含まれています。

�イ 年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）
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区分
２０歳
未満

２０歳
～２３歳

２４歳
～２７歳

２８歳
～３１歳

３２歳
～３５歳

３６歳
～３９歳

４０歳
～４３歳

４４歳
～４７歳

４８歳
～５１歳

５２歳
～５５歳

５６歳
～５９歳

６０歳
以上

計

職員数（人） ５７ ９８７ １，８９２ １，７２５ １，６８１ １，５４９ １，７００ １，９４３ ２，３１６ ２，６９９ ２，７５７ ８４７ ２０，１５３

構成比 ０．３％ ４．９％ ９．４％ ８．６％ ８．３％ ７．７％ ８．４％ ９．６％ １１．５％ １３．４％ １３．７％ ４．２％ １００．０％

�ウ 定員管理の方針及び進捗状況

ａ 定員管理の方針

� 計画期間：令和２～５年度（４年間）

� 対 象：一般行政部門職員数（再任用職員及び災害復興等に係る採用者を除く）

� 方 針：現職員数を基本としつつ、厳格な定員管理を継続

〔Ｈ３１．４．１の職員数３，６２５人を基準〕

ｂ 定員適正化手法の概要

職員の年齢構成の平準化や優秀な職員確保に向けた方策の強化を図りながら、平成３１年４月１日時点の一般行政部門の職員数を基本

としつつ、厳格な定員管理に努めました。

ｃ 新しい行革大綱の年次別実績の概要

（各年４月１日現在）

区分
平成３１年

（計画前年）

令和２年

（１年目）

令和３年

（２年目）

令和４年

（３年目）

令和５年

（４年目）

一般

行政

部門

職員数
３，６２５
［３，７４４］

３，６１９
［３，７８７］

３，６３８
［３，８３１］

３，６３０
［３，８５９］

対基準年
増減

△６
［４３］

１３
［８７］

５
［１１５］

教育

部門

職員数
１１，４０４
［１１，７１６］

１１，２２９
［１１，６４１］

１１，０３５
［１１，４８２］

１０，８０９
［１１，３５０］

対基準年
増減

△１７５
［△７５］

△３６９
［△２３４］

△５９５
［△３６６］

警察

部門

職員数
２，８２６
［２，８５４］

２，８２１
［２，８５９］

２，８３２
［２，８８２］

２，８１８
［２，８７３］

対基準年
増減

△５
［５］

６
［２８］

△８
［１９］

公営

企業

部門

職員数
２，０６５
［２，０７７］

２，０５５
［２，０６５］

２，０４０
［２，０５１］

２，０６０
［２，０７１］

対基準年
増減

△１０
［△１２］

△２５
［△２６］

△５
［△６］

計

職員数
１９，９２０
［２０，３９１］

１９，７２４
［２０，３５２］

１９，５４５
［２０，２４６］

１９，３１７
［２０，１５３］

対基準年
増減

△１９６
［△３９］

△３７５
［△１４５］

△６０３
［△２３８］

注１ 計画期間は、令和２年度から令和５年度までの４年間です。
２ ［ ］内の数値は、フルタイム再任用職員及び災害復興等に係る採用者を含んだ職員数及び増減数を示すものです。

� 人事評価の状況

ア 定期人事考課

�ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

課長級以下の一般職の職員を対象に、令和２年１２月１日から令和３年１１月３０日まで（会計年度任用職員にあっては、令和３年４月１日

から令和３年１２月３１日まで）の期間の勤務状況について、人事評価を行いました。人事評価は、評定を受ける職員の直近上位の職位とな

る管理職職員が評定者として、職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、評定者の直近上位の職位となる管理職職員が調整者とし

て、評価結果の調整を行います（調整については会計年度任用職員を除く）。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しま

した。

また、人事評価と併せ、人事異動に当たっての希望並びに勤務状況についての自己評価及び現在の仕事についての成果等を申告する自

己申告書を職員に提出させ、人事異動において活用しています。
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� 教育委員会（市町立学校教職員）

令和２年１１月１日から令和３年１０月３１日まで（会計年度任用職員にあっては、令和３年４月１日から令和３年１２月３１日まで）の期間の

勤務状況について、人事評価を行いました。人事評価は、校長の評定は市町教育長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定

者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、市町教育長が調整者として、評価結果の調整を行います（調整については

会計年度任用職員を除く）。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、人事評価と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

� 教育委員会（県立学校教職員）

令和２年１１月１日から令和３年１０月３１日まで（会計年度任用職員にあっては、令和３年４月１日から令和３年１２月３１日まで）の期間の

勤務状況について、人事評価を行いました。人事評価は、校長の評定は愛媛県教育長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評

定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、愛媛県教育長が調整者として、評定結果の調整を行います（調整につい

ては会計年度任用職員を除く）。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、人事評価と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

� 警察本部長

令和３年度においても、年１回の能力評価及び年２回の業績評価を行いました。

能力評価は、令和２年１０月１日から令和３年９月３０日までの期間について、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握し

た上で評価し、業績評価は、令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの期間及び令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までの期間

について、職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で評価を行っています。

人事評価は、上席係長以上の警察官又は課長補佐以上の一般職員が評価者として評価を行い、上位の幹部職員が調整者として評価結果

の調整を行った後、調整者の上位の職位にある確認者に提出し、確認を受けて確定します。

なお、会計年度任用職員の人事評価にあっては、令和３年４月１日から令和３年１２月３１日までの期間の勤務状況について、警部以上の

警察官又は課長補佐以上の一般職員が評価者として評価を行い、所属長が評価結果の確認を行います。

評価結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

イ 特別人事考課

�ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

条件付採用期間中の職員を対象に、採用の日から５か月（会計年度任用職員にあっては、１５日）を経過した日までの期間の勤務状況に

ついて、評定を行い、所属長（部長、病院長等）が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否

の決定において活用しました。

� 教育委員会（市町立学校教職員及び県立学校教職員）

条件付採用期間中の教職員を対象に、採用の日から５か月（教員は１０か月）を経過した日までの期間の勤務状況について、評定を行い、

校長が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

なお、県立学校の教員については、平成１６年度の特別人事考課から、教員として求められる資質である社会性、コミュニケーション能

力、職務に対する意欲等について校長が評価し、教育委員会に報告することとしています。

� 警察本部長

条件付採用期間中の職員を対象に、条件付採用期間終了直前までの期間の勤務状況について、勤務成績評価を行い、評価者、調整者及

び確認者が、職務遂行能力、適性等を評価しました。評価結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

� 給与の状況

ア 総括

�ア 人件費の状況（普通会計決算）

人件費には、一般職の職員（警察関係職員、教育関係職員、一般行政関係職員及び会計年度任用職員をいう。以下同じ。）に支給する給

与と、知事等特別職の職員に支給する給与、議員の報酬等のほか、地方公務員共済組合負担金、退職手当、恩給及び退職年金、災害補償費

等が含まれています。

令和３年度における普通会計の決算による人件費の状況は、以下のとおりです。
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区 分
住民基本台帳人口

（令和４年１月１日現在）

歳 出 額

（Ａ）
実 質 収 支

人 件 費

（Ｂ）

人件費率

（Ｂ／Ａ）

令和２年度

の人件費率

令和３年度
人 千円 千円 千円 ％ ％

１，３４１，５３９ ７４２，５９３，８５７ ２，５７８，１２３ １６２，１４２，９０６ ２１．８ ２２．５

�イ 職員給与費の状況（普通会計予算）

令和４年度当初予算における職員給与費の状況は、以下のとおりです。

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）報 酬 給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

令和４年度
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２１，５６４ ２，８２６，７３６ ８０，７３１，５１２ １３，５７６，２７３ ３１，６２８，１２７ １２８，７６２，６４８ ５，９７１

注１ 職員給与費とは、人件費のうち、一般職の職員に対して支給される報酬及び給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等
の諸手当に要する経費であり、退職手当に要する経費は含んでいません。

２ 職員数は、令和４年度当初予算に計上された数値（再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を含む。）であり、令和４年４月１日現
在の実職員数とは一致しません。

�ウ 特記事項

令和４年度は、知事等特別職の給与の臨時的な減額措置を以下のとおり行っています。

○特別職

区分 給料

知 事 １０／１００

副知事 ６／１００

教育長、公営企業管理者、常勤監査委員 ５／１００

� ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

ラスパイレス指数とは、各地方公共団体の学歴別・経験年数別の職員数が国家公務員のそれと同じであると仮定し、その職員数に各地方

公共団体の平均給料月額を乗じて得られる給料総額が国家公務員の給料総額に対してどのような割合になるかを示す指数ですが、本県ラス

パイレス指数は、本県の一般行政職の給与水準を、国家公務員の行政職俸給表�適用者のそれを１００として比較したものです。
本県の令和３年４月１日におけるラスパイレス指数は、９８．７と国よりも低くなっており、都道府県平均（９９．９）を１．２ポイント下回って

います。

なお、給与水準の比較対象となる給料に加えて、東京都特別区など主に民間賃金の高い地域に勤務する職員には、最大２０％の地域手当が

支給されており、支給対象職員の割合は、国家公務員が７５．３％（令和３年４月１日現在）であるのに対し、県職員は０．３％（令和３年４月

１日現在）となっていますが、このラスパイレス指数には反映されていません。

注１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差に
よる影響を補正し、国の行政職俸給表�適用職員の俸給月額を１００として計算した指数。

注２ （ ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員
と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）
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� パーシェ指数の状況（各年４月１日現在）

県職員の給与水準を示す指標として、ラスパイレス指数の他にパーシェ指数があり、本県の令和３年４月１日におけるパーシェ指数は、

９８．４と国よりも低くなっています。

なお、ラスパイレス指数は国家公務員の職員構成を基準として算出するのに対して、パーシェ指数は本県の職員構成を基準として算出す

るもので、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

イ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

�ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

本県では、行政職給料表、公安職給料表、中学校・小学校教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表、技能労務職員の給料表など９種

類の給料表を定めています。

令和４年４月１日現在における職員数（企業会計関係職員２，０６４人、再任用短時間勤務職員３４５人及びフルタイム会計年度任用職員３４５人

を含まない。以下�及び�において同じ。）は、１８，０８９人です。
このうち、代表的な職種である一般行政職（行政職給料表適用者のうち、税務事務に従事する職員及び船員（以下「税務職員等」という。）

を除いた職員をいう。以下�において同じ。）４，１４０人（２２．９パ－セント）、技能労務職１８９人（１．０パ－セント）、高等学校（特別支援学
校を除く。）教育職２，２４８人（１２．４パ－セント）、中学校・小学校教育職７，１１０人（３９．３パ－セント）及び公安職２，４８１人（１３．７パ－セント）

の職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況は、以下のとおりです。

ａ 一般行政職（行政職給料表適用者（税務職員等を除く。））

区 分 平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額

愛 媛 県 ４３．０歳 ３１８，６８４円 ４１４，５６５円

ｂ 技能労務職（技能労務職に係る給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ５５．５歳 ３３３，１６１円 ３６７，３９８円

うち

用務員
５５．０歳 ３４０，９８８円 ３７９，１４１円

うち

自動車運転員
５８．８歳 ２８５，９２８円 ３１０，８０５円

うち

学校給食員
５５．８歳 ３２８，８５０円 ３６１，１１０円

ｃ 高等学校教育職（高等学校等教育職員給料表適用者（特別支援学校職員を除く。））

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４６．３歳 ３８４，６５９円 ４３８，４０１円
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ｄ 中学校・小学校（幼稚園）教育職（中学校・小学校教育職員給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４４．９歳 ３６２，６４９円 ３９７，７７８円

ｅ 公安職（公安職給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ３８．７歳 ３２７，０２３円 ４３０，１８６円

注１ 平均給料月額とは、令和４年４月１日現在における職種ごとの職員の給料、給料の調整額及び教職調整額の合算額の平均であり、学歴、経験年数、
職位等の要素は、考慮に入れていません。

２ 平均給与月額とは、職員の給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均です。

�イ 職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

令和４年４月１日現在における代表的な職種の職員の初任給を国のそれと比較した状況は、以下のとおりです。

区 分 愛 媛 県 国

大学卒 １８９，６４３円
総合職（大卒） １８６，７００円

一 般 行 政 職 一般職（大卒） １８２，２００円

高校卒 １５５，６７４円 一般職（高卒） １５０，６００円

技 能 労 務 職
高校卒 １４８，６３９円 －

中学卒 １３２，９６１円 －

高 等 学 校 教 育 職 大学卒 ２２０，３２８円 －

中学校・小学校教育職 大学卒 ２２０，３２８円 －

公 安 職
大学卒 ２１３，１６０円

総合職（大卒） ２１４，４００円

一般職（大卒） ２１１，４００円

高校卒 １８１，１０１円 一般職（高卒） １７３，４００円

�ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

令和４年４月１日現在における代表的な職種の職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況は、以下のとおりです。

区 分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一 般 行 政 職
大学卒 ２６３，８８２円 ３５９，８３３円 ３７７，３１０円 ３９０，７３３円

高校卒 ２２１，６４０円 ３１１，０９２円 ３５９，８７８円 ３７５，０７０円

技 能 労 務 職
高校卒 ― ― ２９３，６６１円 ３１７，７３１円

中学卒 ― ― ― ―

高等学校教育職
大学卒 ３１４，２４６円 ４０３，０２８円 ４２５，９５３円 ４３４，２５１円

高校卒 ― ３０８，２２９円 ３７０，０００円 ―

中学校・小学校

教 育 職

大学卒 ３１０，３５０円 ３８９，９０９円 ４１３，１９６円 ４２３，３０６円

高校卒 ― ― ― ―

公 安 職
大学卒 ２８３，９５５円 ３８６，０２４円 ４０９，９３６円 ４２１，１２８円

高校卒 ２５８，６２３円 ３５４，８８５円 ４０４，９０１円 ４１６，５８７円

注 経験年数とは、おおむね次のとおりです。
� 学歴取得後直ちに本県へ就職した者 県職員として在職した年数
� 学歴取得後無職の期間又は他へ就職していた期間を経て本県へ就職した者 無職の期間の４分の１及び他へ就職していた期間のおおむね１０分の８の
期間と県職員として在職した期間とを合算した年数
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ウ 一般行政職の級別職員数等の状況

一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）

本県における一般行政職の職員に適用される行政職給料表は、職務により１級から９級までの９区分に分かれており、これらは、１０級制

となっている国の行政職俸給表�の１級から９級までの区分と同じです。
令和４年４月１日現在における級別職員数とその構成比は、以下のとおりです。

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額

１級 主事・技師 ４８９人 １２．３％ １４６，８３０円 ２４８，８３８円

２級 主事・技師 ６０５人 １５．２％ １９６，４７７円 ３０５，７２１円

３級 主任・係長 ５８４人 １４．７％ ２３２，６５７円 ３５１，７５０円

４級 専門員 １，４０７人 ３５．４％ ２６５，５２１円 ３８６，１２１円

５級 課長補佐・主幹 ５４０人 １３．６％ ２９１，１４８円 ３９４，９６５円

６級 課長 １５５人 ３．９％ ３２０，７９６円 ４１２，２５１円

７級 参事 １２４人 ３．１％ ３６４，７１４円 ４４７，１２４円

８級 局長 ５７人 １．４％ ４１０，１４０円 ４７０，９４３円

９級 部長 １９人 ０．５％ ４６０，６９２円 ５３０，１３７円

計 ３，９８０人 １００％

注１ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
２ 再任用職員は含んでいません。
３ 構成比は小数第２位で四捨五入しているため、各区分の合計は１００．０％にならないこともあります。

エ 職員の手当の状況

職員には、基本給としての給料のほか、各職員の生活実態及び勤務条件の違い等を考慮して、各種の手当を支給しています。

主な手当は、以下のとおりであり、おおむね国と同じ内容となっています。

なお、各手当の支給実績及び１人当たり平均支給額は、令和３年度普通会計決算ベースの額（フルタイム会計年度任用職員を除く。）で

す。

�ア 期末手当・勤勉手当

愛 媛 県 国

１人当たり平均支給額（令和３年度決算） －

１，５０９千円
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（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．４０ 月分 １．９０ 月分 ２．５５ 月分 １．９０ 月分

（１．３５ 月分） （０．９０ 月分） （１．４５ 月分） （０．９０ 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．０月分、勤勉手当２．３月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

�イ 退職手当（令和４年４月１日現在）

愛 媛 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

自己都合 勧奨・定年

１人当たり平均支給額 ３，４７６千円 ２１，６２４千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた１１段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～４５％加算）

注 １人当たり平均支給額は、令和３年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

�ウ 地域手当（令和４年４月１日現在）

地域手当は、民間賃金の地域間格差を適切に反映するため、東京都特別区、大阪府大阪市、愛知県名古屋市、広島県広島市及び香川県高

松市に勤務する職員に対して支給しているものです。また、医師については、一般的に、人材確保が困難である地方の方が都市部より給与

が高いという実状があることから、それを反映させるために支給しています。加えて、東日本大震災に係る宮城県の復旧事業等に従事する

ため、地方自治法第２５２条の１７の規定に基づき、愛媛県から宮城県に派遣される職員について、愛媛県と宮城県の協定に基づいて支給して

います。

支 給 実 績（令和３年度決算） ５４，６３７千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） ８１５，４７８円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の支給率

医 師 １６％ ２５人 １６％

医師以外

東京都（特別区） ２０％ ２５人 ２０％

大阪府（大阪市） １６％ ７人 １６％

愛知県（名古屋市） １５％ １人 １５％

広島県（広島市） １０％ １人 １０％

香川県（高松市） ６％ １人 ６％

宮城県（仙台市） ４．５％ ０人 ６％

注 支給対象職員数は、令和４年４月１日現在の職員数です。

�エ 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務に従事する職員に、その勤務の特殊性に基づき支給するものです。
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支給実績（令和３年度決算） １，１８８，４４６千円

支給職員１人当たり平均支給額（令和３年度決算） ９４，７３５円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） ６５．２％

手当の種類（手当数） ５５

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和３年度）
支給単価

県税事務従事職員の特殊勤務手当 県税事務に従事する職員 納税義務者、滞納者等を訪問して

行う県税の賦課及び徴収に関する

業務等

９５４千円 日額 ５００円

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤

務手当

伝染病防疫業務に従事する職員 ①伝染病患者等の救護作業

伝染病菌の付着した物件等の処理

作業

②伝染病菌を有する家畜等の防疫

作業（③以外）

③伝染病菌を有する家畜等の防疫

作業（鳥インフルエンザに係る患

畜等のと殺作業）

２，３３７千円 ①②日額 ２９０円

③日額 １，４７０円

①新型コロナウイルス感染症の患

者又はその疑いのある者から検体

を採取する作業

②新型コロナウイルス感染症の患

者に接して行う疫学的調査その他

の調査の作業

③新型コロナウイルス感染症の患

者を搬送する自動車に同乗して当

該患者に付き添う作業

④人事委員会が前３号に掲げる作

業に相当すると認める作業

７，６４８千円 日額 ３，０００円又は

日額 ４，０００円

（長時間又は①及び③の

うち身体に接触するもの）

産業技術研究所、衛生環境研究所

等に勤務する職員の特殊勤務手当

産業技術研究所、衛生環境研究所

等に勤務する職員

①人体に有毒なガスの発生を伴う

業務

②特に危険性を有する薬品を取り

扱う業務

③病理細菌を取り扱う業務

１，７１５千円 ①日額 ２９０円

②及び③日額 ２００円

特殊現場作業従事職員の特殊勤務

手当

特殊現場作業に従事する職員 ①トンネルの坑内で従事するトン

ネル掘り作業

②墜落の危険が特に著しい箇所で

行う作業等

３千円 ①日額 ５６０円

②日額 ２２０円

レントゲン技術従事職員の特殊勤

務手当

レントゲン技術又はその補助に従

事する職員

レントゲンを使用して、有害放射

線の影響を受ける作業

２５０千円 日額 ２３０円

児童相談所、子ども療育センター、

知的障害者更生相談所及び心と体

の健康センターに勤務する職員の

特殊勤務手当

児童相談所、子ども療育センター、

知的障害者更生相談所及び心と体

の健康センターに勤務する職員

①児童の一時保護及び心理判定作

業

②重症心身障害児等の看護作業等

③知的障害者の心理判定作業

④精神障害者等の看護作業等及び

心理判定作業

１０，４１４千円 ①日額 ９５０円

②～④日額 ４２０円

児童自立支援施設に勤務する職員

の特殊勤務手当

児童自立支援施設に勤務する職員 児童の自立支援又は生活支援の業

務

６，４２０千円 日額 ８２０円、１，４８０円、

２，２２０円

県警察に勤務する職員の特殊勤務

手当

私服員の捜査、逮捕作業等手

当

当該作業に従事する私服警察職員 犯罪予防、捜査、被疑者逮捕作業 ６６，８３６千円 日額 ５６０円

犯罪鑑識作業手当 当該作業に従事する警察職員 指紋、手口、写真等を利用する犯

罪鑑識作業

５，９６８千円 日額 ２８０円又は５６０円

交通取締用自動車等運転作業

手当

当該作業に従事する警察職員 交通取締用自動車その他特殊自動

車運転作業

３０，３２１千円 日額 ４２０円又は５６０円

山岳捜索救難作業手当 山岳救助警備隊に属する警察職員 山岳において遭難事故が発生した

場合において行う遭難者の捜索救

難作業

２４千円 日額 ８４０円
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警ら作業手当 当該作業に従事する警察職員 警ら作業 ２９，９８２千円 日額 ３４０円

身辺警護等作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①天皇又は皇后、皇太子、皇太子

妃、文仁親王若しくは悠仁親王の

警衛作業

②その他の要人等の警護作業

１５７千円 ①日額 １，１５０円

②日額 ６４０円

銃器犯罪捜査作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①銃器等が使用されている犯罪現

場における被疑者逮捕等の作業

②銃器を所持する被疑者の逮捕、

警戒等の作業

③保護対象者の身辺警戒又は固定

警戒の作業

０千円 ①日額 １，６４０円

②日額 ８２０円又は１，１００

円

③日額 ８２０円

ひき逃げ捜査作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ひき逃げ捜査作業 ２４６千円 日額 ５６０円

交通取締等作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ①共同危険行為取締作業

②交通取締り（①の作業を除

く。）、整理及び事故処理作業

６，７３６千円 ①日額 ５６０円

②日額 ３１０円

留置場等看守作業手当 当該作業に従事する警察職員 留置場等において収容者を看守す

る作業

３，８８９千円 日額 ２３０円

被疑者護送作業手当 当該作業に従事する警察職員 被疑者護送作業 ９９６千円 日額 ２３０円

火薬類取締作業手当 当該作業に従事する警察職員 火薬類の取締作業（不発弾の処理

作業を含む。）

４千円 日額 ２５０円

夜間特殊作業手当 当該作業に従事する警察職員 夜間（深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間）を含む時間）

に従事する特殊業務

５３，４１７千円 １回 ４１０円、７３０円又は

１，１００円

潜水作業手当 当該作業に従事する警察職員 潜水器具を着用して従事する潜水

作業

２７千円 １時間 ３１０円又は７８０円

死体取扱作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①検視管理官が行う検視又は解剖

立会いの作業

②その他の死体取扱作業

２８，５９４千円 ①１回 ３，２００円

②１回 １，６００円

爆発物処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 爆発物処理作業 ０千円 １回 ５，２００円

特殊危険物質処理作業等手当 当該作業に従事する警察職員 ①特殊危険物質（サリン等）の処

理作業

②特殊危険物質による被害の危険

がある区域内において行う作業

③特殊危険物質が発生するおそれ

がある実験作業

０千円 ①日額 ５，２００円

②日額 ２５０円

③日額 ４６０円

緊急業務処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 正規の勤務時間外に突発的な事件

又は事故の処理のため出勤を命じ

られ、夜間に従事する作業

１，９２８千円 １回 １，２４０円

少年補導作業手当 少年補導職員 少年補導作業 ４２４千円 日額 ３１０円

災害警備等作業手当 当該作業に従事する警察職員 異常な自然現象又は大規模な事故

により重大な災害が発生した箇所

等において行う災害警備、遭難救

助等の心身に著しい負担を与える

作業

０千円 日額 ８４０円

術科指導作業手当 当該作業に従事する術科指導員 術科指導作業（本務として従事す

る作業を除く。）

５千円 １時間 ３００円

漁労手当 水産実習船に勤務する船員 漁労業務 ８０１千円 日額 ３，０００円～８，４００円

社会福祉業務従事職員の特殊勤務

手当

社会福祉主事

身体障害者更生相談所に勤務する

身体障害者福祉司

児童福祉司

保健師

①要保護者等を訪問して行う指導

等、身体障害者に面接して行う相

談等の業務

②児童等に面接して行う相談等の

業務

３，７６６千円 ①日額 ５１０円

②日額 ９５０円

精神保健指定医、診察立会職員及

び精神障害者移送に従事する職員

の特殊勤務手当

精神保健指定医、診察立会職員等 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律に基づく診察、立会又は

移送の業務

３７千円 日額 ３２０円

職業訓練指導業務従事職員の特殊

勤務手当

産業技術専門校に勤務する職業訓

練指導員

職業訓練業務 ２，５１１千円 日額 ７９０円
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と畜検査業務従事職員の特殊勤務

手当

食肉衛生検査センターに勤務する

職員

と畜場法による獣畜のとさつ又は

解体の検査

２，７４４千円 日額 １，１８０円

麻薬取締業務従事職員の特殊勤務

手当

麻薬取締員 麻薬及び向精神薬取締法による司

法警察職員として従事する危険な

職務

１０千円 日額 ４２０円

爆発物取締業務従事職員の特殊勤

務手当

本庁爆発物取締主管課又は地方局

に勤務する職員

火薬類取締法又は高圧ガス保安法

に基づく完成検査、保安検査等の

業務

２９千円 日額 ２５０円

漁業取締作業従事職員の特殊勤務

手当

当該作業に従事する職員 漁業取締船に乗り組んで従事する

漁業取締作業

１，０５１千円 日額 ５００円

夜間看護手当 子ども療育センターに勤務する看

護師又は准看護師

正規の勤務時間による勤務の一部

又は全部が深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間）において

行われる看護等の業務

１１，１２５千円 １回 ２，１５０円から３，５５０

円まで

家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定

所に勤務する職員の特殊勤務手当

家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定

所に勤務する獣医師である職員

家畜保健衛生所法による家畜の伝

染病の予防、人工授精の実施等の

事務

４，９８４千円 日額 ７３０円

（ＢＳＥ検査：８１０円加

算）

潜水手当 農林水産研究所水産研究センター

に勤務する職員

海中の魚礁の状況、魚介類の育成

状況等を調査するため、潜水器具

を着用して行う潜水作業

５千円 １時間 ３１０円又は７８０円

用地交渉等業務に従事する職員の

特殊勤務手当

農林水産部農業振興局農地整備課、

土木部土木管理局用地課、地方局

農林水産振興部土地改良主務課及

び治山主務課並びに地方局建設部

（土木事務所を含む。）に勤務す

る職員

公共事業の施行に伴う土地等の取

得及び権利の消滅等に伴う損失の

補償等に関し、これらの権利者等

と直接現地で行う交渉業務

２，１４４千円 日額 ６５０円

身体障害者等福祉業務従事職員の

特殊勤務手当

①身体障害者更生相談所に勤務す

る看護師等

②婦人相談所又はさつき寮に勤務

する職業訓練指導員又は生活指導

員

①看護業務

②職業訓練又は生活指導の業務

６０千円 日額 ４２０円

精神障害者等訪問指導業務従事職

員の特殊勤務手当

保健所又は心と体の健康センター

に勤務する保健師

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律に基づき精神障害者等を

訪問して行う相談指導業務又は感

染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律に基づく訪

問指導業務

３１５千円 日額 ２３０円

航空手当 当該業務に従事する職員 ①航空機の操縦業務

②航空機の整備等業務（整備士）

③航空機に搭乗して行う訓練等の

業務（①及び②以外）

５，６８８千円 ①１時間 ７，７００円

②１時間 ４，５００円

③１時間 １，９００円

災害応急作業等手当 土木部河川港湾局河川課及び港湾

海岸課並びに道路都市局道路建設

課及び道路維持課並びに地方局建

設部（土木事務所及びダム管理事

務所を含む。）に勤務する職員

異常な自然現象により重大な災害

が発生した場合等に警戒水位を超

えている河川の堤防、通行が禁止

されている区間の道路等の危険な

区域において行われる次の作業

①巡回監視

②応急作業等

０千円 ①日額 ４８０円

②日額 ７３０円

当該作業等に従事する職員（東日

本大震災に対処するための災害応

急作業等手当の特例）

①東京電力株式会社福島第一原子

力発電所の敷地内において行う作

業

②原子力災害対策特別措置法第２０

条第３項の規定に基づく指示（以

下「本部長指示」という。）によ

る帰還困難区域において行う作業

③本部長指示による居住制限区域

において行う作業

２７千円 ①日額 ２０，０００円～３，３０

０円

②屋外作業 日額６，６００

円

屋内作業 日額１，３３０

円

③屋外作業 日額３，３００

円

屋内作業 日額６６０円
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異常な自然現象により重大な災害

が発生した場合等に警戒水位を超

えている河川の堤防、通行が禁止

されている区間の道路等の危険な

区域において行われる次の作業

①巡回監視

②応急作業等

０千円 ①日額 ４８０円

②日額 ７３０円

当該作業等に従事する職員（東日

本大震災以外の特定大規模災害に

対処するための災害応急作業等手

当の特例）

①原子力災害対策特別措置法第１７

条第９項に規定する緊急事態応急

対策実施区域に所在する原子力事

業所のうち人事委員会が定めるも

の（以下「特定原子力事業所」と

いう。）の敷地内において行う作

業

②特定原子力事業所に係る本部長

指示に基づき設定された区域等を

考慮して人事委員会が定める区域

において行う作業

０千円 ①２０，０００円

②１０，０００円

異常な自然現象により重大な災害

が発生した場合等に警戒水位を超

えている河川の堤防、通行が禁止

されている区間の道路等の危険な

区域において行われる次の作業

①巡回監視

②応急作業等

０千円 日額７３０円を超えない額

食鳥検査業務従事職員の特殊勤務

手当

食肉衛生検査センターに勤務する

職員

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検

査に関する法律による食鳥検査業

務

１４８千円 日額 １，１８０円

特殊自動車運転作業手当 農業大学校及び農林水産研究所

（水産研究センターを除く。）並

びに東予地方局農林水産振興部今

治支局地域農業育成室、中予地方

局農林水産振興部農業振興課地域

農業育成室及び南予地方局農林水

産振興部農業振興課地域農業育成

室に勤務する職員

大型特殊自動車等の運転作業 ９２０千円 日額 ２９０円

兼務手当 当該業務に従事する教育職員 定時制の課程の授業又は補助の業

務（本務として従事する業務を除

く。）

９３０千円 １時間 ５１０円、６１０円又

は６７０円

添削手当 当該業務に従事する教育職員 通信制の課程を担任して行う添削

指導業務（本務として従事する業

務を除く。）

５千円 添削１回 １１０円

教員特殊業務手当 当該業務に従事する教育職員（職

務の級が中学校・小学校教育職員

給料表又は高等学校等教育職員給

料表の１級、２級又は特２級のも

のに限る。）

①非常災害時における児童等の保

護又は緊急の防災等の業務

②児童等の負傷、疾病等に伴う救

急の業務等

③修学旅行等引率業務

④対外運動競技等において児童等

を引率して行う指導業務（泊を伴

うもの等）

⑤部活動における児童等に対する

指導業務（週休日、休日等に行う

もの）

⑥入学試験における受験生の監督

等の業務（週休日、休日等に行う

もの）

４０３，９８７千円 ①日額 ８，０００円

②日額 ７，５００円

③日額 ５，１００円

④日額 ５，１００円

⑤日額 ３，６００円又は

１，８００円

⑥日額 １，１２５円

多学年学級担当手当 公立の小学校又は中学校の２の学

年の児童等で編制されている学級

を担当する教育職員（一定以上の

授業時間数の者に限る。）

当該多学年学級における授業又は

指導業務

７，６１３千円 日額 ２９０円
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教育業務連絡指導手当 教務主任、学年主任、生徒指導主

事等

教務その他の教育に関する業務に

ついての連絡調整及び指導助言の

業務

９８，０７１千円 日額 ２００円

面接指導手当 当該業務に従事する教育職員 講師として通信制の課程の授業又

はその補助を行う業務（本務とし

て従事する業務を除く。）

２５千円 １時間 ７６０円

特別支援教育手当 特別支援学校に勤務する教育職員

及び特別支援学級等を担当する教

育職員

障害のある幼児、児童又は生徒に

対する授業又は指導業務

３６９，３７０千円 日額 １，０００円又は１，２００

円

道路上作業手当 地方局建設部又は土木事務所に勤

務する技能労務職員

交通遮断することなく行う道路の

維持修繕、舗装の打換え等の作業

２，８２１千円 日額 ３００円

家畜ふん尿処理作業手当 農林水産研究所畜産研究センター

に勤務する技能労務職員

たい肥舎等において行う有害物の

発生を伴う家畜ふん尿の処理作業

１１９千円 日額 ２９０円

注 手当ごとの「支給実績（令和３年度）」は、給与システムによる支給分であるため、その合計は「支給実績（令和３年度決算）」と一致しません。

�オ 時間外勤務手当

支給実績（令和３年度決算額） ３，６１０，４８１千円

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） ５２７千円

支給実績（令和２年度決算額） ３，２２９，０８７千円

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） ４７５千円

注１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。

�カ その他の手当（令和４年４月１日現在）

手当名 内容 支給単価
国の制
度との
異 同

国の制度
と異なる
内 容

支給実績
（令和３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和３年度決算）

扶 養 手 当

扶養親族のある職員に支
給

・配偶者 ６，５００円
・子 １０，０００円
・父母等 ６，５００円
満１５歳に達する日後の最初の年度�

�
�
�
�
�

初めから満２２歳に達する日以降の

�
�
�
�
�
�

最初の年度末までの子１人につき
５，０００円加算

同 － １，８０５，３６７千円 ２３３，９１６円

住 居 手 当

自ら居住するための住宅
等を借り受け、家賃等を
支払っている職員等に支
給

【借家・借間居住者】
・家賃２３，０００円以下
家賃額－１２，０００円

・家賃２３，０００円超５５，０００円未満
（家賃額－２３，０００円）×１／２＋
１１，０００円
・家賃５５，０００円以上
２７，０００円（支給限度額）

異

・家賃２７，０
００円以下
家賃額－１６
，０００円
・家賃２７，０
００円超６１，０
００円未満
（家賃額－
２７，０００円）
×１／２＋
１１，０００円
・家賃６１，０
００円以上
２８，０００円
（支給限度
額）

１，３６４，２１１千円 ２６３，３６１円

初 任 給
調 整 手 当

医師等採用による欠員の
補充が困難である職に採
用された職員等に支給

採用困難の程度等を考慮して定める職の区
分及び採用の日以後の期間の区分に応じて
支給
上限額：４１４，３００円

同 － ５９，８７４千円 ９９７，９００円
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通 勤 手 当

通勤のため、交通機関等
を利用している職員又は
自動車等を使用している
職員等に支給

【公共交通機関利用者】
６箇月定期等廉価な価額による運賃等相当
額
上限額：７８，０００円

異
国上限額
５５，０００円

１，５４４，９４２千円 １０２，８１８円【交通用具利用者】
距離に応じた定額
片道２�以上５�未満２，５００円

～
片道９５�以上４７，２００円

異
国上限額
３１，６００円

単身赴任手当

公署を異にする異動等に
伴い単身で生活すること
となった職員に対して支
給

３０，０００円＋加算額
加算額は、配偶者住居との距離に応じて
８，０００～７０，０００円

同 － ２０６，２２８千円 ３６３，０７７円

管 理 職 手 当
管理又は監督の地位にあ
る職員に対して支給

給料表別、職務の級別、区分別の定額
同 － １，３６４，８３９千円 ６９９，９１７円

特地勤務手当
及び特地勤務
手当に準ずる
手当

離島その他の生活の著し
く不便な地に所在する公
署等に勤務する職員に支
給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、公署の
区分に応じた一定率を乗じた額

同 － ２２，０８５千円 ２１０，３３１円

へき地手当及
びへき地手当
に準ずる手当

へき地学校等に指定され
た学校に勤務する教育職
員に対して支給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、学校の
区分に応じた一定率を乗じた額

９３，３３７千円 ２７９，４５３円

定 時 制
通信教育手当

県立の高等学校で本務と
して定時制教育又は通信
教育に従事する教育職員
等に支給

給料月額に１００分の５から１００分の７を乗じ
た額
（管理職手当との併給調整あり。）

３０，６０８千円 ２８６，０５４円

産業教育手当

県立の高等学校で農業、
水産又は工業に係る産業
教育に従事する教育職員
に支給

給料月額に１００分の７を乗じた額
（管理職手当等との併給調整あり。）

１０３，７０６千円 ２９９，７２８円

義務教育等教員
特 別 手 当

小学校、中学校又は県立
学校に勤務する教育職員
に支給

上限額：８，０００円
職務の級号給に応じた定額
（産業教育手当等との併給調整あり。）

７１０，１３７千円 ６３，９８８円

農 林 漁 業
普及指導手当

農林漁業の普及指導に関
する事務に従事する職員
に支給

給料月額に１００分の６を乗じた額
３６，４７３千円 ２２９，３９０円

宿 日 直 手 当
職員が正規の勤務時間外
又は休日等に宿直又は日
直をした場合に支給

４，２００円／１回 ほか
（勤務時間による増減あり。） 同 － ４４８，２８３千円 １８８，０３８円

管 理 職 員
特別勤務手当

管理職手当を支給される
職員が週休日等に勤務し
た場合に支給

職責に応じて３，０００円～１２，０００円／１回
の定額
（６時間を超える場合は加算あり。）

同 － ８４，７０５千円 １０２，７９７円

夜 勤 手 当

正規の勤務時間として午
後１０時から翌日の午前５
時までの間に勤務する職
員に支給

勤務１時間につき、１時間当たりの給与
額に１００分の２５を乗じた額

同 － １４６，５１１千円 ８１，３５０円

注 支給単価のうち、特に記載の無いものは月額の単価です。

オ 特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

特別職の職員の給料月額又は報酬月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給

料

知 事 １，１８８，０００円（１，３２０，０００円）

副 知 事 ９４９，４００円（１，０１０，０００円）

議 長 ９７０，０００円
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報

酬
副 議 長 ８７０，０００円

議 員 ８２０，０００円

期

末

手

当

知 事 （令和３年度支給割合）

副 知 事 ３．２５月分

議 長 （令和３年度支給割合）

副 議 長 ３．２５月分

議 員

退
職
手
当

（算定方式） （支給時期）

知 事 １３２万円×在職月数×０．４８１（任期毎）

副 知 事 １０１万円×在職月数×０．３６５（ 〃 ）

注 給料月額及び報酬月額は、知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）に基づき、それぞれ知事１０％、副知事６％の減額をした後
の額であり、（ ）内の金額は、減額前の額を記載しています。

カ 公営企業職員の状況

�ア 電気事業

県営電気事業は、昭和２８年１０月７日の営業開始以来６８年を経過し、現在、銅山川第一発電所（２基）、同第二発電所、同第三発電所、富

郷発電所、肱川発電所、道前道後第一発電所、同第二発電所及び同第三発電所、畑寺発電所の合計９発電所（１０基）において、最大出力６７

，５３０キロワットで営業しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

令和２年度の総費用に

占める職員給与費比率

令和３年度
千円 千円 千円 ％ ％

１，９６６，６１３ ７４５，１２９ ３６７，５２７ １８．７ １５．６

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当及び報酬に要する経
費であり、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）報 酬 給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

令和４年度
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

８１ １６，５９３ ３１０，００３ ７５，４９９ １５４，７２０ ５５６，８１５ ６，８７４

注１ 職員数及び給与費は、令和４年度当初予算に計上された数値（再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を含む）であり、令和４年
４月１日現在の実職員数とは一致しません。

２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和４年４月１日現在）

県営電気事業に従事する令和４年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員２人及びフルタイム会計年度任用職員６人を含まない。）

は、５９人であり、職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（電気事業）
４６歳９月 ３５８，６４５円

４４３，９８８円

（５７４，６６８円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。
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ｃ 職員の手当の状況（フルタイム会計年度任用職員を除く）

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（令和３年度） １人当たり平均支給額（令和３年度）

１，６７１千円 １，５０９千円

（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．４０ 月分 １．９０ 月分 ２．４０ 月分 １．９０ 月分

（１．３５ 月分） （０．９０ 月分） （１．３５ 月分） （０．９０ 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．００月分、勤勉手当２．３０月分
となっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（令和４年４月１日現在）

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 退職者なし

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

自己都合 勧奨・定年

１人当たり平均支給額 ３，４７６千円 ２１，６２４千円

注 １人当たり平均支給額は、令和３年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（令和４年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

支給実績（令和３年度決算） １３千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） ５６１円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） ４６．２％

手当の種類（手当数） ２

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和３年度）
支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

�傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
�水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
�ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
�地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

	金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

千円
１３

�日額 ５７０円
�日額 ４００円
�日額 ３４０円
�日額 ２２０円
	日額 ２００円
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用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

千円
０
日額 ６５０円

� 時間外勤務手当

支給実績（令和３年度決算） ３４，６９７千円

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） ８２６千円

支給実績（令和２年度決算） ３６，６９９千円

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） ８５３千円

注１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。

� その他の手当（令和４年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（令和３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和３年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
９，２５６

円
２８０，４８５

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，２１９

円
２６８，２７５

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，４９３

円
８１，２３８

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
９１２

円
４５６，０００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
７，１９６

円
７９９，６００

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
６３

円
１２，６００

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
２，６３４

円
２１９，４９１

�イ 工業用水道事業

県営工業用水道事業は、昭和３９年４月１日の営業開始以来５８年を経過し、現在、松山・松前地区工業用水道、西条地区工業用水道の２地

区において、計画給水量１９３，４２０立方メートルで営業しています。

なお、今治地区工業用水道については、令和３年度末をもって今治市に事業を譲渡しました。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

令和２年度の総費用に

占める職員給与費比率

令和３年度
千円 千円 千円 ％ ％

３，７０２，３１６ △２，００９，９００ １６７，２３３ ４．５ １７．１

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当及び報酬に要する経
費であり、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算



愛 媛 県 報令和４年９月３０日 第３４６号

８０４

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）報 酬 給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

令和４年度
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２４ ５，５３５ ８９，６６０ １７，５２０ ３７，５０７ １５０，２２２ ６，２５９

注１ 職員数及び給与費は、令和４年度当初予算に計上された数値（再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を含む）であり、令和４年
４月１日現在の実職員数とは一致しません。

２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和４年４月１日現在）

県営工業用水道事業に従事する令和４年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員４人及びフルタイム会計年度任用職員２人を含ま

ない。）は、１６人であり、職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（工業用水道事業）
５３歳８月 ３６０，３５１円

４１９，９０８円

（５５２，４１０円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。

２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・

勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況（フルタイム会計年度任用職員を除く）

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（令和３年度） １人当たり平均支給額（令和３年度）

１，５４１千円 １，５０９千円

（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．４０ 月分 １．９０ 月分 ２．４０ 月分 １．９０ 月分

（１．３５ 月分） （０．９０ 月分） （１．３５ 月分） （０．９０ 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．００月分、勤勉手当２．３０月分

となっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（令和４年４月１日現在）

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在
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職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

勧奨・定年

１人当たり平均支給額 ２１，４１８千円

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

自己都合 勧奨・定年

１人当たり平均支給額 ３，４７６千円 ２１，６２４千円

注 １人当たり平均支給額は、令和３年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（令和４年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

支給実績（令和３年度決算） ２１千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） １，１２２円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） ７９．２％

手当の種類（手当数） ２

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和３年度）
支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

�傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
�水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
�ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
�地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

�金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

千円
２１

�日額 ５７０円
�日額 ４００円
�日額 ３４０円
�日額 ２２０円
�日額 ２００円

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

千円
０
日額 ６５０円

� 時間外勤務手当

支給実績（令和３年度決算） ７，９７０千円

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） ４１９千円

支給実績（令和２年度決算） ５，１２９千円

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） ２７０千円

注１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。

	 その他の手当（令和４年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（令和３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和３年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２，９２２

円
２２４，７６９

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１，４３５

円
２８６，９００

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，４４０

円
１４３，３３６
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単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，３２４

円
６６４，８００

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
２９０

円
５８，０８０

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１８

円
９，０００

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

�ウ 病院事業

県営病院事業は、昭和３１年１０月１日県衛生部から移管を受けて以来６５年を経過し、現在、中央、今治、南宇和及び新居浜の４病院で、病

床数１，５５４床を有し、それぞれの地域における中核的医療機関として、その機能を発揮しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

令和２年度の総費用に

占める職員給与費比率

令和３年度
千円 千円 千円 ％ ％

４５，９３７，４３４ １，８３５，４８７ １７，９０２，１２７ ３９．０ ３９．５

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当及び報酬に要する経
費であり、退職手当に要する経費は、含んでいません。

３ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費８８，５０５千円を含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）報 酬 給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

令和４年度
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２，７３３ ３１８，０３５ １０，０５８，４９６ ５，７９９，２６０ ４，２０４，８７３ ２０，３８０，６６４ ７，４５７

注１ 職員数及び給与費は、令和４年度当初予算に計上された数値（再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を含む）であり、令和４年
４月１日現在の実職員数とは一致しません。

２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和４年４月１日現在）

県営病院事業に従事する令和４年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員４３人及びフルタイム会計年度任用職員５９３人を含まない。）

は、１，９８９人であり、職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県

医 師 ４５歳１月 ５９１，９８５円 １，２８３，８７５円

（１，４７０，１０１円）

看 護 師 ４１歳６月 ３２６，８８６円 ４１５，５９２円

（５３５，８３８円）

事務職員 ３９歳０月 ２９９，９４４円 ４０５，６６１円

（５１３，６０９円）
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注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況（フルタイム会計年度任用職員を除く）

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（令和３年度） １人当たり平均支給額（令和３年度）

１，５２６千円 １，５０９千円

（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．４０ 月分 １．９０ 月分 ２．４０ 月分 １．９０ 月分

（１．３５ 月分） （０．９０ 月分） （１．３５ 月分） （０．９０ 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．００月分、勤勉手当２．３０月分
となっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（令和４年４月１日現在）

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 自己都合 勧奨・定年

医 師 １，２４５千円 ２１，３８４千円

看護師 １，８１６千円 １８，６９９千円

その他 １１１千円 ２１，３５０千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 自己都合 勧奨・定年

３，４７６千円 ２１，６２４千円

注１ １人当たり平均支給額は、令和３年度中に退職した職員に支給された額の平均です。
２ １人当たり平均支給額のその他は、医師及び看護師を除く全ての職員です。

� 地域手当（令和４年４月１日現在）

支 給 総 額（令和２年度決算） ２８８，５９６千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） ９３７，０００円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 愛媛県の制度（支給率）

医 師 １６％ ２９１人 １６％

注１ 支給対象職員数は、令和４年４月１日現在の職員数です。
２ 医師については、一般的に、人材確保が困難である地方の方が都市部より給与が高いという実状があることから、それを反映させるために支給して
います。
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� 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

支給実績（令和３年度決算） ４８０，１４０千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） ３０１，７８５円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度） ７５．０％

手当の種類（手当数） ９

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和３年度）
支給単価

結核病とう勤務手当 病院の結核病棟に勤務する職員 病院の結核病棟において行う患者

の看護又は患者に接する職務

千円

０

日額 ２９０円

病理細菌取扱手当 病院の試験室等において病理又は

危険である細菌の検査研究等に従

事する職員

病院の試験室等において行う病理

又はコレラ、赤痢等危険である細

菌の検査、研究等

千円

３，６２８

日額 ２００円

放射線技術勤務手当 放射線技術又はその補助に従事す

る職員

病院において行う有害放射線の影

響を受ける作業

千円

８，８４９

日額 ２３０円

伝染病医療従事手当 病院において伝染病患者等の診療、

看護等に従事する職員

伝染病患者等の診療又は看護

伝染病菌の付着した物件等の処理

作業

千円

２３７

日額 ２９０円

病院において新型コロナウイルス

感染症患者等の診療、看護等に従

事する職員（新型コロナウイルス

感染症に対処するための伝染病医

療従事手当の特例）

新型コロナウイルス感染症の患者

等の診療、看護等

新型コロナウイルス感染症の病原

体が付着した物件等の処理作業

新型コロナウイルス感染症の患者

又はその疑いのある者から検体を

採取する作業

千円

５２，６６６

日額 ３，０００円又は

日額 ４，０００円

（身体に接触又は長時間

接するもの）

精神病棟等勤務手当 病院の精神病棟又は精神科に勤務

する職員

精神病患者等の看護又はこれらの

者に接する業務

千円

７０

日額 ３２０円

夜間看護等手当 ①病院で深夜に勤務する看護師等

②③病院に勤務する医療職給料表

の適用を受ける職員

①正規の勤務時間による勤務の一

部又は全部が深夜（午後１０時から

翌日の午前５時までの間）におい

て行われる看護等の業務

②救急患者に対処するために命を

受け自宅等でする待機

③待機中に呼出しを受け、正規の

勤務時間以外の時間において行っ

た手術等の業務

千円

３４１，８１４

①１回 ２，１５０円から３，５

５０円まで

②１回 ８６０円

③１回 １，６２０円

航空手当 航空機に搭乗して診療、調査等の

業務に従事する職員

航空機に搭乗して行う診療、看護、

調査、捜索救難等の業務

千円

４８８

１時間 １，９００円

救急医療従事手当 病院に勤務する管理職医師 正規の勤務時間外において行う救

急医療業務

千円

４０，１９８

１時間当たりの給与額×

従事時間

診療応援手当 病院に勤務する医師 他の県立病院等で従事する診療業

務

千円

３２，１９０

１回 ５，０００円から２０，００

０円

� 時間外勤務手当

支給実績（令和３年度決算） １，９２４，８７２千円

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） ９８９千円

支給実績（令和２年度決算） １，７９１，５４５千円

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） ９１５千円

注１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。

� その他の手当（令和４年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（令和３年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和３年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１８３，６９２
円

２３７，３２８
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住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

２１７，９８８
円

２７８，７５７

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１２９，６３４
円

８７，９４７

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１３，４０２
円

４０６，１２１

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

６５，０９３
円

１，０６７，０９５

初 任 給
調 整 手 当

内容は、一般行政職の制度と同じ。
支給単価は、一般行政職の制度に加え、医師について次の額
を支給。
・職務の級に応じ２４，０００円又は３０，０００円
（南宇和病院に勤務する医師は１２４，０００円又は１３０，０００円）

異 医師への加算
千円

９９９，３２２
円

３，２４４，５５２

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

２０８，３８１
円

３９７，６７５

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１８，８２２
円

３２４，５２０

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円

１８８，５０７
円

２００，９６７

� 特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

特別職である管理者の給料月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給 料 ７８８，５００円（８３０，０００円）

期末手当
（令和３年度支給割合）

３．２５月分

退職手当
（算定方式） （支給時期）

８３万円×在職月数×０．２４（任期毎）

注 給料月額は、知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）に基づき５％の減額をした後の額であり、（ ）内の金額は、減額前の
額を記載

� 勤務時間その他の勤務条件の状況

ア 勤務時間の状況

令和３年度における職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分で、公務の運営上の事情等により特別の形態によって勤務する必要の

ある職員を除き、午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は、午後零時から午後１時まで）となっています。

イ 休暇の状況

� 年次有給休暇

年次有給休暇は、１年ごとに２０日付与され、残日数は、翌年に限り繰り越すことができます。令和３年の職員１人当たりの年次有給休暇

の取得状況は、以下のとおりです。

（単位：日）

区 分 知 事 公営企業管理者 人 事 委 員 会 議 会 議 長 代 表 監 査 委 員 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

平均取得日数 １１．２ １０．８ １５．３ １０．３ １５．４ １１．２ １４．３

� その他の休暇

負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故など条例や人事委員会規則で定める事由に該当する場合には、有給

の休暇を付与しています。また、職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は障がいのため介護を必要とするものを介護す

る場合には、無給の休暇を付与しています。
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� 休業の状況

� 育児休業

職員が３歳に満たない子を養育するために休業することが認められる制度です。育児休業をしている期間については、給与は、支給され

ません。令和３年度における育児休業者数は、７９４人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 人 事 委 員 会 議 会 議 長 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

育児休業者数 １００ １５０ ２ １ ４８０ ６１ ７９４

注 会計年度任用職員を含む。

� 部分休業

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない

範囲内で、勤務しないことが認められる制度です。部分休業をしている時間については、給与が減額されます。令和３年度における部分休

業者数は、９４人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

部分休業者数 ２０ ５６ １５ ３ ９４

注 会計年度任用職員を含む。

� 育児短時間勤務

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために短時間勤務をすることが認められる制度です。育児短時間勤務をしている期

間については、給与が減額されます。令和３年度における育児短時間勤務者数は、１３０人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

育児短時間勤務者数 １２ １０４ １０ ４ １３０

� 自己啓発等休業

職員が大学等課程の履修又は国際貢献活動を行う場合、２年間（国際貢献活動は３年間）を限度に休業することが認められる制度です。

令和３年度における自己啓発等休業者数は１人です。

（単位：人）

区 分 教 育 委 員 会 合 計

自己啓発等休業者数 １ １

� 配偶者同行休業

職員が外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするため、３年を超えない範囲内で休業することが認められる制度です。令

和３年度における休業者数は、１人です。

（単位：人）

区 分 知 事 合 計

配偶者同行休業者数 １ １

� 修学部分休業

職員が自発的に大学等の教育施設で修学する場合、公務の運営に支障がなく、かつ、職員の公務に関する能力の向上に資すると認められ

るときは、給与を減額して、正規の勤務時間の１／２以内の時間、２年間を限度に、修学のために必要な時間を休業することが認められる

制度です。令和３年度における修学部分休業者数は、０人です。
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� 高齢者部分休業

定年退職日前５年間の職員が希望する場合、公務運営に支障がない場合は、給与を減額して、正規の勤務時間の１／２以内の時間、定年

退職日までの間、勤務時間を短縮することが認められる制度です。令和３年度における高齢者部分休業者数は、０人です。

� 大学院修学休業

公立学校の教員が、大学院や大学の専攻科の課程に在学して、その課程を履修するため、３年を超えない範囲内で休業することが認めら

れる制度です。令和３年度における休業者数は、０人です。

� 分限及び懲戒処分の状況

ア 分限処分の状況

分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率の維持を目的としてなされる不利益処分であり、その種

類は、免職、休職又は降任があります。令和３年度における分限処分数は、４１３件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

免 職 ０ ０ ０ ０ ０

休 職 １０８ ７９ １８９ ３５ ４１１

降 任 ２ ０ ０ ０ ２

合 計 １１０ ７９ １８９ ３５ ４１３

注 会計年度任用職員を含む。

イ 懲戒処分の状況

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなさ

れる不利益処分であり、その種類は、免職、停職、減給又は戒告があります。令和３年度における懲戒処分数は、１０件です。任命権者別の

内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

免 職 ０ ０ ０ ０ ０

停 職 ０ ０ １ ０ １

減 給 ０ ０ １ ０ １

戒 告 １ ０ ０ ７ ８

合 計 １ ０ ２ ７ １０

注 会計年度任用職員を含む。

� 服務の状況

地方公務員法第３０条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行

に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、

職員に対し、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治

的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業への従事等の制限など、服務上の強い制約を課しています。各任命権者においては、令和３年

度において、以下の措置を講じました。
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ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長及び代表監査委員

� 綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

交通事故等の防止について
飲酒運転の根絶について意識の徹底を図るとともに、交通事故及び交通違反の防止について注意喚起を行い

ました。

衆議院議員総選挙における地方公務員の服務

規律の確保について
衆議院議員総選挙における職員の服務規律の確保について周知徹底を図りました。

衆議院議員総選挙の選挙当日における便宜供

与について
衆議院議員総選挙の選挙当日における便宜供与について周知を行いました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、県政に対する県民の負託に応えるため、年末の機会などにお

いて、県民に対する職務対応の向上及び利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、経費の節減、業務の適

正な執行、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止、交通法規の遵守等について周知

徹底を図りました。

利害関係者等との会食に係る上司への報告に

ついて

利害関係者等との会食の在り方について、県民の疑惑や不信を抱かれることがないよう、適正な取り扱いに

ついて周知を行いました。

� 職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントを防止するこ

とを目的として、管理職等を対象に研修を実施するとともに、全職員を対象に職場研修を実施しました。

� 職員が仕事と子育てを両立できる職場づくりの促進を図ることを目的として、管理職等を対象に研修を開催するとともに、全職員を対

象に職場研修を実施しました。

� 綱紀の保持及び服務規律の確保に加え、不祥事の再発防止を図ることを目的として、管理職等を対象に公務員倫理に関する研修を実施

するとともに、全職員を対象に職場研修を実施しました。

� 愛媛県又は愛媛県職員に対して行われる不当要求行為等に対し、職員の安全及び県行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、愛媛県

として組織的かつ統一的に対応する際の具体的な応対要領等に関する研修会を実施しました。

イ 教育委員会

綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、教職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

綱紀の保持及び服務規律の確保について
県立学校において、ストーカー規制法違反等で略式起訴、懲戒処分されたことを受け、公務員倫理等につ

いて、周知徹底を図りました。

交通事故等の防止について ゴールデンウイークの時期をとらえて、交通事故等の防止について注意喚起を行いました。

教職員による児童生徒への連絡等に係る適切

な対応について

わいせつ行為等の発生を防ぐため、ＳＮＳ等による児童生徒との私的なやりとりについて制限をすること

等を周知しました。

衆議院議員総選挙における地方公務員の服務

規律の確保について
衆議院議員総選挙における職員の服務規律の確保について周知徹底を図りました。

衆議院議員総選挙の選挙当日における便宜供

与について
衆議院議員総選挙の選挙当日における便宜供与について周知を行いました。

教職員等の選挙運動の禁止等について
選挙における地方公務員の政治的行為の制限や選挙運動の禁止について周知徹底を行い、教職員が公務員

として政治的中立を失い、住民の信頼を損なうことがないよう通知を行いました。
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綱紀の保持及び服務規律の確保について

綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、県政に対する県民の負託に応えるため、年末の機会などに

おいて、県民に対する職務対応の向上及び利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、経費の節減、業務

の適正な執行、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止、交通法規の遵守等につい

て周知徹底を図りました。

利害関係者等との会食に係る上司への報告に

ついて

利害関係者等との会食の在り方について、県民の疑惑や不信を抱かれることがないよう、適正な取り扱い

について周知を行いました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について
県立学校において教員による生徒への体罰、交通事故、定期考査の答案の書き換えと不祥事が相次いで発

生したことを受け、公務員倫理等について、周知徹底を図りました。

ウ 警察本部長

綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

ハラスメント相談員名簿の送付
ハラスメント防止対策要綱に基づき、防止対策の実効性を高めるためハラスメント相談員を選定し、ハラ

スメント相談窓口を継続して職員に通知の上、効果的活用を図るよう指示しました。

ハラスメント防止対策推進月間の実施

毎年１１月をハラスメント防止月間に指定しており、ハラスメント相談窓口を含む各種制度の周知及び利用

促進、職員への意識啓発の促進及び教養を実施しました。また、同期間中に、所属長級以上の職員を対象

としたハラスメント研修会を実施しました。

服務だより「ストップ・ハラスメント」の発

出

ハラスメント事案を認知した場合、服務だより「ストップ・ハラスメント」をタイムリーに発出し、ハラ

スメントの防止対策を図りました。

ハラスメント防止対策の更なる徹底

ハラスメント事案の背景・要因を分析し、ハラスメント防止対策の推進の更なる徹底を指示しました。ま

た、ハラスメントの兆しを把握した場合の公正かつ客観的な事実に基づいた対応及び確実な組織報告の徹

底を指示しました。

営利企業等の従事制限に関する遵守の徹底
全職員に営利企業等への従事制限の趣旨を周知徹底するとともに、各所属には身上把握等を通じてその実

態を把握するように指示しました。

衆議院議員総選挙における警察職員の服務規

律の保持
警察職員の職務の特殊性及び基本的留意事項の周知徹底を指示しました。

利害関係者等との交際に係る職務の公正の保

持の徹底

利害関係者等との交際の在り方について、県民に疑惑や不信を抱かれることがないよう、関係法令等の遵

守及び職務の公正の保持の徹底を指示しました。

非違事案防止に向けた各種施策の着実な実施
非違事案の未然防止に資する業務改善、高い規律と士気を有する職場環境の確立、非違事案の現状とその

防止対策、身上把握の徹底等について指示しました。

夏季における規律の保持と各種事故防止
効果的な身上把握及び生活指導の充実、飲酒に対する警察職員としての自覚の醸成、交通事故・違反等の

防止、殉職・受傷事故の絶無について指示しました。

飲酒に絡む非違事案の絶無
治安維持を担う職責の重要性を理解させる指導教養の徹底、部下職員の身上把握、懸念される酒癖等把握

時の未然防止措置について指示しました。

年末年始における規律の保持と各種非違事案

の防止

基本を厳守した業務管理の徹底、きめ細かな身上把握及び生活指導の徹底、ハラスメント事案の絶無、飲

酒に絡む非違事案の絶無、交通事故及び交通違反の防止、殉職受傷事故の防止について指示しました。

人事異動期における規律の保持と各種非違事

案防止

未処理事件や証拠物件関係などの業務上の重点事項、その他交通事故・違反、私生活上の重点事項につい

て指示しました。

迅速な表彰上申
適正な業務評価に基づきタイムリーな表彰・賞揚を行い、士気高揚及び誇りと使命感の醸成により組織を

活性化させました。
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教養資料の発出
職員に対し、全国の懲戒処分事例や、県下における非違・不適正事案の発生状況等を周知し、教養を実施

しました。

「ストップ事故通信」の発出
全職員に対して、発生頻度が高い交通事故の類型、原因、防止方策等について周知し、交通事故防止の徹

底を指示しました。

� 退職管理の状況

知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会、警
察本部長

営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前５年間の職務に属する契約等事務に関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又

はしないように現職職員に働きかけることなどを禁止しています。

また、管理監督の地位にあった元職員が、離職後２年間、営利企業等に再就職した場合は、離職した際の任命権者に再就職情報を届け出

るよう義務付けています。

� 研修の状況

職員の勤務能率の発揮及び増進のため、令和３年度は、各任命権者において以下のとおり研修を実施しました。

� 知事

ａ 研修所における研修

愛媛県研修所において、教員、警察官を除く各任命権者の職員を対象に、以下のとおり研修を実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

階 層 別 研 修
新規採用職員、新規採用会計年度任用職員、中堅職員、係長・主幹・課長級の新任者、部長・次長級の現任者

を対象に、それぞれの階層に共通に必要とされる知識・技術の習得を目的とする研修

１０コース

参加者１，４２９人

ステージアップ

研 修

新規採用から主幹昇任までの各階層別研修の間を３つの能力開発期間（ステージ）と捉え、次の職位で必要と

される知識・能力をあらかじめ取得することを目的とした研修

２６コース

参加者 ５９５人

指導者養成研修
職場内で新規採用職員の指導、接遇の指導、ＯＪＴ能力の向上に携わる職員を対象に、指導者としての知識や

技法を習得することを目的とした研修

３コース

参加者 １９６人

復帰者支援研修
育児休業者が職場復帰するにあたり抱く不安の解消と、職場への円滑な適応を図るため、育休復帰者支援講座

を実施

１コース

参加者 １０人

部 局 研 修 新たに会計、土木業務に従事する職員を対象に、担当する業務に直結する知識・技術の習得を目的とする研修
４コース

参加者 ９８人

ｂ 長期派遣研修

広範な専門知識や実務能力等の習得、幅広い視野のかん養を図るため、中央省庁（１２人）や自治大学校（２人）、民間企業等（７人）へ

職員を派遣しました。

また、一般財団法人自治体国際化協会、公益財団法人日本台湾交流協会等に６人の職員を長期派遣し、国際化に対応できる人材の育成に

努めました。

� 公営企業管理者

医療に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の医療水準の向上を図るため、医師を国内の先進・専門医療機関

（２人）に派遣しました。

また、県立病院の看護職員を対象に、職務の遂行に必要な知識、技能の習得等を目的として、県立４病院合同研修（２３コース、６３８人）

を実施しました。

さらに、看護に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の看護水準の向上を図るため、看護師に日本看護協会等が

主催する研修を受講させました。（１９人）
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� 人事委員会

人事委員会事務局職員としての資質向上を図るため、人事院四国事務局等が実施する研修を受講させました。（３人）

� 代表監査委員

監査を行う上で必要とされる専門知識や技術を習得し、その資質の向上を図るため、事務局内で職員研修会や検討会を実施するとともに、

四国４県の監査関係組織の研修会が書面により開催されました。

� 教育委員会

ａ 教職員としての指導力や資質の向上を図るため、総合教育センター等において、専門的・実践的な研修を以下のとおり実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

基 礎 研 修
教員の初任者、２年経験者、５年経験者、１０年経験者、４０歳に達した者等を対象に、教育

公務員特例法により義務付けられている基礎研修等

〔市町立学校教職員〕

１６コース 参加者 １，２０１人

〔県立学校教職員〕

２３コース 参加者 ３２６人

職 務 別 研 修
新任の校長、教頭、生徒指導主事等を対象に、校務分掌や職位等に関係する必要な知識・

技能の習得を目的とする義務的研修

〔市町立学校教職員〕

２３コース 参加者 ６，８１１人

〔県立学校教職員〕

１４コース 参加者 １，７６７人

課 題 別 研 修
受講を希望する教職員を対象に、英語指導や情報教育等の高い専門知識・技能の習得を目

的とする研修

〔市町立学校教職員〕

２８１コース 参加者 １１，８６７人

〔県立学校教職員〕

８６コース 参加者 ４，４３６人

ｂ 教職員としての指導力や資質向上を目的として、国内の研修機関等や大学院等の教育機関への派遣及び海外派遣について、以下のとお

り実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

国 内 派 遣
多様な研修の確保の観点から、教職員の自己研修の奨励と学習指導力の向上を目的と

して、職員派遣研修を実施しました。

〔市町立学校教職員〕

独立行政法人教員研修センター等 １０６人

〔県立学校教職員〕

独立行政法人教職員支援機構等 ２１人

大 学 院 等 派 遣
高度で広範囲な課題に対応する資質を養うことを目的として、国立大学大学院等へ派

遣しました。

〔市町立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 １４人

〔県立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 ５人

� 警察本部長

警察教養規則により、警察職員１人１人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理を保持

し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的に、道府県警察学校等において警察教養を行うこととされています。愛媛県警察学校

においては、令和３年度は、採用時教養（５期 １６５人）、専科等（３８期 ４５９人）の警察教養を行いました。

また、警察職員として必要な知識及び技能等を習得させるため、警察庁が設置する管区警察学校（８２人）、警察大学校等（７９人）で警察

教養を行いました。

� 福祉及び利益の保護の状況

ア 厚生福利制度の状況

職員の心身の健康の保持及び公務能率を増進させるため、任命権者、地方公務員等共済組合法に基づき設置される共済組合、地方公務員

法第４２条の趣旨に沿って職員が任意で設置する互助会において、職員の厚生福利事業を実施しています。



愛 媛 県 報令和４年９月３０日 第３４６号

８１６

� 職員の健康保持、疾病予防対策

職員の健康保持の増進と疾病予防のため、労働安全衛生法等に基づき、各種健康診断、メンタルヘルス対策、健康相談及び健康教育等

を実施しています。令和３年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 健康診断

区 分 概 要

知 事 等
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ストレスチェック、ＶＤＴ作業従事者検診等を行いました。また、共済組合と共同でがん検診及

び人間ドック等を、それぞれ行いました。

教 育 委 員 会
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ストレスチェック、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診等を行いました。また、共済組合と共同で

胃検診を、共済組合及び互助会と共同で人間ドックを、それぞれ行いました。

警 察 本 部 長
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ストレスチェック、情報機器作業従事者検診、各種がん検診等を行いました。また、共済組合と

共同で人間ドックを行いました。

注 知事等とは、任命権者のうち、教育委員会及び警察本部長を除くものをいいます（以下同じ。）。

○各種健康診断の実施状況（令和３年度）

（知事等）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ５，５６３人 一次検査 ※受診率 ９９．６％

特別定期健康診断 １，７３５人
放射線業務従事職員検診、特定化学物質等使用職員検診、有機溶剤使用職員検診、深夜業務等従

事職員検診

ストレスチェック ６，９３９人 ※受検率 ９３．６％

そ の 他 検 診 ６０５人 振動業務従事者検診、ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、農薬使用職員検診

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ７，７４３人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ２，８６６人 人間ドック、腹部超音波検診

（教育委員会）

県立学校

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ３，３６９人 一次検査 ※受診率 ９９．８％

ストレスチェック ４，０２９人 ※受検率 ９９．６％

そ の 他 検 診 ３５４人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、農薬使用業務従事者検診

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ６，６２３人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １，３８５人 人間ドック、腹部超音波検診

事務局

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ３０５人 一次検査 ※受診率 １００％

特別定期健康診断 ０人 有害業務等従事職員検診

ストレスチェック ３７１人 ※受検率 ９９．２％

そ の 他 検 診 ３３人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ６７１人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １８８人 人間ドック、腹部超音波検診

（警察本部長）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ２，７１０人 一次検診 ※受診率 １００％
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特別定期健康診断 ７２３人 有機溶剤業務従事者検診、潜水業務従事者検診、深夜業務従事者検診、鉛業務従事者検診

ストレスチェック ２，９０９人 ※受検率 １００％

そ の 他 検 診 １２１人 情報機器作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ２，７７４人 胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、前立腺がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ７７８人 人間ドック、腹部超音波検診

ｂ メンタルヘルス対策

区 分 概 要

知 事 等
「愛媛県職員こころの健康づくり指針」により、総合的、体系的に取り組みました。中でも、「職場復帰支援システム」の運用、健康相

談室での相談、メンタルヘルスセミナーの開催のほか、共済組合と共同で外部専門機関による相談事業を行いました。

教 育 委 員 会

「愛媛県教職員こころの健康づくり計画」に基づき教職員の心の健康づくりに積極的に取り組んでおり、精神科医や臨床心理士等による

心の健康相談を行うとともに、精神疾患による休職者の復職支援を実施し、管理職に求められる対応について「管理職のための職場のメ

ンタルヘルスハンドブック」を配布しています。また、共済組合において外部専門機関による相談事業及びメンタルヘルスサポート事業

が、共済組合と互助会の共同によりメンタルヘルスセミナーが、それぞれ行われました。

警 察 本 部 長
警察共済組合と共同で部外カウンセラー（精神科医）による相談事業のほか、心理カウンセラー（精神保健福祉士）によるメンタルヘル

スセミナーや心の健康相談（カウンセリング）を実施しました。

ｃ 健康相談・健康教育

区 分 概 要

知 事 等
健康相談室の設置・相談、健診事後指導、禁煙サポート、ヘルスアップセミナー等健康教育事業を行いました。また、共済組合において、

電話相談等が行われました。

教 育 委 員 会 産業医等による健康相談を行うとともに、共済組合において、健康づくりセミナー、電話相談等が行われました。

警 察 本 部 長
産業医・カウンセラー・健康管理対策室による相談、健診事後指導、禁煙サポート等健康教育事業を行いました。また、警察共済組合に

おいて、健康教室の開催等健康づくり運動を推進しました。

� 安全衛生

労働安全衛生法等に基づき、安全衛生委員会の設置、産業医及び衛生管理者等を配置し、快適な職場環境の実現と職場における職員の

安全を確保するための安全衛生管理体制を整備しています。

区 分 委員会名 設置数

総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

知 事 等 安 全 衛 生 委 員 会 １２

衛 生 委 員 会 １０

公 営 企 業 管 理 局 衛 生 委 員 会 ４

教 育 委 員 会
総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

衛 生 委 員 会 ６８

警 察 本 部 長 安 全 衛 生 委 員 会 １８

� その他

職員の厚生福利事業を進めるため、元気回復事業等を実施しています。令和３年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 元気回復事業等

区 分 概 要

知 事 等

ボランティア活動の支援、職員だよりの発行等を行うとともに、図書室や職員運動場を設置しています。また、共済組合と共同で、ライ

フプランの支援事業を行いました。更に、共済組合において、スポーツ施設、山の家の助成等が、互助会において、サークルへの活動助

成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等が、それぞれ行われました。

教 育 委 員 会
共済組合において、退職準備セミナー等のライフプランの支援事業、宿泊事業等が、互助会において、法律相談、リフレッシュ海外旅行

助成等が、それぞれ行われました。
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○共済組合福祉事業

令和３年度実績

区 分 利用者数

知事等 健 診 事 業 １１，６２２人

【地方職員共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ７，３０８人

組合員数 ６，７８７人 愛 媛 診 療 所 １，１６０人

被扶養者数 ５，７２２人 貸 付 累 計 件 数 ５５８件

教育委員会 健 診 事 業 ３，６２０人

【公立学校共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ３，２３３人

組合員数 １３，１２６人 そ の 他 事 業 ５，１８３人

被扶養者数 ９，２３３人 にぎたつ会館（利用補助） １４，８６０人

貸 付 累 計 件 数 １，４０６件

警察本部長 健 診 事 業 ４，１２１人

【警察共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ９１４人

組合員数 ２，９０８人 そ の 他 事 業 ６７人

被扶養者数 ３，９４３人 貸 付 累 計 件 数 ４２３人

○互助会事業実績

令和３年度実績 （千円）

区 分 主な保健文化事業 事業費

知事等

会 員 数 ６，４３９人

会員掛金 １３３，２５０千円

リフレッシュ助成事業、サークル助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）、生涯設計支援事業

等
６１，７９５

教育委員会

会 員 数 １２，０９０人

会員掛金 ３３１，５４０千円

人間ドック、メンタルヘルスセミナー、退職準備セミナー、法律相談、リフレッシュ海外旅行助成、イン

フルエンザ予防接種補助等
２６，５３２

警察本部長

会 員 数 ２，９９５人

会員掛金 ６２，４７９千円

資格取得・通信教育等助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）、柔剣道指導助成、事件検挙助

成等
４８，９７５

ｂ 給付事業

� 共済組合による給付

地方公務員等共済組合法に基づき、組合員等の病気、出産、死亡、休業等に関し、相互救済を図るため、法定給付として、保健給付、

休業給付及び災害給付が行われるとともに、法定給付に付加して給付する附加給付が行われています。

○令和３年度実績 （千円）

区 分 知 事 等 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

保 健 給 付 ９８，６８５ ２，８４４，３９５ ９２７，７６３

直 営 保 健 給 付 ３，３１５ ３３，４５２ ６

休 業 給 付 ２２４，２９３ ４８５，０１５ ５４，５４１

災 害 給 付 ０ ０ ０

附 加 給 付 ２４，２１３ ３８，４７９ １７，６５５

一部負担金払戻金等 ２４，４１５ ４５，０８２ ８，６６４

計 ３７４，９２１ ３，４４６，４２３ １，００８，６２９
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� 互助会による給付

互助会により、会員等の病気、出産、死亡等に関し、相互救済を図るための給付が行われています。

（千円）

区 分 主な給付事業 給付総額

知 事 等 医療補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ５０，２３０

教 育 委 員 会 療養費補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ３４６，４０３

警 察 本 部 長 死亡弔慰金、銀婚祝金、傷病見舞金、入学祝金 ４，８７４

ｃ 職員住宅（独身寮）設置状況

職員が安心して赴任し職務に専念できるよう、厚生福利施設として職員住宅等を設置しています。任命権者別の設置状況は、以下のと

おりです。

（単位：戸）

区 分 知 事 公 営 企 業 管 理 者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

戸 数 １９９ ２９０ ２８７ ９１０

イ 公務災害補償の状況

公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等については、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員災害補償基金愛媛県支部が実

施しています。令和３年度における公務災害・通勤災害の認定件数は、１１４件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

公 務 災 害 １２ ６ ３２ ４０ ９０

通 勤 災 害 １０ ７ ２ ５ ２４

合 計 ２２ １３ ３４ ４５ １１４

ウ 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員会（以下「人事委員会」という。）に対して、地方公共団体の当局に

より適当な措置が執られるべきことを要求することができることとされています。令和３年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」

の�のとおり、人事委員会に対して措置の要求が行われています。

エ 不利益処分に関する審査請求の状況

職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会に対して、審査請求をすることができること

とされています。令和３年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」の�のとおり、人事委員会に対して審査請求が行われています。

２ 人事委員会の業務の状況

� 競争試験及び選考の状況

職員の任用については、地方公務員法並びに職員の採用及び昇任に関する規則等を基本法規として、成績主義の原則が貫かれるよう努め

ました。

ア 採用候補者試験の実施状況

令和３年度に実施した採用候補者試験は、次のとおりです。
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� 採用候補者試験実施状況

試験の名称 受験資格（令和３年４月１日現在） 受付期間
試験実施

年 月 日

愛媛県職員採用候補者（上級）試験 ・年齢２１（２０）歳以上３４歳未満の者

※保健師のみ２０歳以上３４歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

資格免許を必要とする職は、上記の者で、当該資格・免許を

有する者又は取得する見込みの者

３．５．１０～２８ 〔第１次〕

３．６．２０

〔第２次〕

３．７．９～３０

行政事務Ｂ ・年齢２１歳以上２７歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

３．３．９～２３ 〔第１次〕

３．４．１～１３

〔第２次〕

３．５．２９～３１

愛媛県職員採用候補者（民間企

業等経験者）試験

行政事務 年齢２１歳以上４８歳未満の者で、民間企業等での職務経験が５

年以上ある者

３．６．２～２１ 〔第１次〕

エントリーシート

による書類選考

〔第２次〕

３．８．２０～２２

〔第３次〕

３．９．２０

総合土木 年齢２１歳以上４８歳未満の者で、愛媛県外に本社を置く民間企

業等での職務経験が５年以上ある者

〔第１次〕

エントリーシート

による書類選考

〔第２次〕

３．７．３０～８．２８

愛媛県職員採用候補者（初級）試験 年齢１７歳以上２１歳未満の者

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

３．８．１３～３０ 〔第１次〕

３．９．２６

〔第２次〕

３．１０．２１～１１．１

愛媛県職員採用候補者（資格免

許職）試験

司書 年齢２１歳以上３４歳未満の者で、司書の資格を有する者又は取

得する見込みの者

障がい者を対象とした愛媛県職員採用候補者

（初級）試験

年齢１７歳以上３４歳未満の者で、以下の項目のいずれかに該当

する者

・身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から

６級までの者

・療育手帳の交付を受けている者

・児童相談所等により知的障がいがあると判定された者

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

３．８．３１

～９．１７

〔第１次〕

３．１０．３１

〔第２次〕

３．１１．３０～１２．７

愛媛県警察官（大学卒）採用候

補者試験

男性 年齢１７歳以上３４歳未満の男子で、大学卒業者又は令和４年３

月末日までに大学卒業見込みの者

３．４．２～１９ 〔第１次〕

３．６．２６～２７

〔第２次〕

３．８．２～１２

３．１０．２～９

女性 年齢１７歳以上３４歳未満の女子で、大学卒業者又は令和４年３

月末日までに大学卒業見込みの者

愛媛県警察官（高校卒程度）採

用候補者試験

男性 年齢１７歳以上３２歳未満の男子

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

３．８．２６

～９．１４

〔第１次〕

３．１０．１６～１７

〔第２次〕

３．１１．１０～１７

女性 年齢１７歳以上３２歳未満の女子

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

� 採用候補者試験受験状況

ａ 愛媛県職員採用候補者（上級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 Ａ ７０ ５０４ ３６７ １８６ １５０ ７８ ４．７倍

行 政 事 務 （ 情 報 ） ２ ８ ５ ５ ３ １ ５．０倍
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学 校 事 務 ２２ １１７ ８７ ５９ ５６ ２４ ３．６倍

警 察 事 務 ９ ８７ ６９ ２７ ２５ １８ ３．８倍

総 合 土 木 １６ ３０ ２２ ２０ １８ １５ １．５倍

建 築 ２ １０ ７ ６ ４ ３ ２．３倍

農 業 １４ ３８ ３４ ３３ ２９ １５ ２．３倍

畜 産 ２ ８ ７ ６ ５ ３ ２．３倍

林 業 ５ １４ １３ １０ ９ ５ ２．６倍

水 産 ３ ２１ １９ ９ ８ ４ ４．８倍

電 気 ・ 電 子 ２ １４ １０ ６ ５ ２ ５．０倍

化 学 ３ ２５ １７ １０ ９ ４ ４．３倍

薬 剤 師 １１ １４ １４ １４ １２ ９ １．６倍

福 祉 ６ １８ １７ １５ １４ ６ ２．８倍

心 理 ５ １１ １０ ９ ９ ５ ２．０倍

保 健 師 １１ ３４ ２７ ２２ １９ １３ ２．１倍

合 計 １８３ ９５３ ７２５ ４３７ ３７５ ２０５ ３．５倍

ｂ 愛媛県職員採用候補者（上級）試験〔行政事務Ｂ〕 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 Ｂ １５ ２２２ １７４ ４６ ４１ １９ ９．２倍

ｃ 愛媛県職員採用候補者（民間企業等経験者）試験〔行政事務〕 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込（受験）者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 ３次受験者数 ３次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 ５ ２５３ ３３ ３０ １５ １５ １０ ２５．３倍

ｄ 愛媛県職員採用候補者（民間企業等経験者）試験〔総合土木〕 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込（受験）者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

総 合 土 木 ４ １８ ９ ７ ４ ４．５倍

ｅ 愛媛県職員採用候補者（初級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

一 般 事 務 １２ ７３ ７３ ３２ ２７ １５ ４．９倍

警 察 事 務 ４ ５４ ５４ １２ １２ ８ ６．８倍

電 気 １ ２ ２ ２ ２ １ ２．０倍

合 計 １７ １２９ １２９ ４６ ４１ ２４ ５．４倍

ｆ 愛媛県職員採用候補者（資格免許職）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

司 書 １ １５ １２ ４ ４ １ １２．０倍

ｇ 障がい者を対象とした愛媛県職員採用候補者（初級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

一 般 事 務 ３ ４１ ３５ １０ ９ ４ ８．８倍

警 察 事 務 １ ２ ２ １ １ ０ －

合 計 ４ ４３ ３７ １１ １０ ４ ９．３倍
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ｈ 愛媛県警察官（大学卒）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

警 察 官 （ 男 性 ） ４６ ２１０ １５３ １３１ １０３ ９３ １．６倍

警 察 官 （ 女 性 ） ８ ６１ ３８ ３４ ３２ １７ ２．２倍

合 計 ５４ ２７１ １９１ １６５ １３５ １１０ １．７倍

ｉ 愛媛県警察官（高校卒程度）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

警 察 官 （ 男 性 ） ３１ ２８０ ２０５ ９７ ７５ ６４ ３．２倍

警 察 官 （ 女 性 ） ５ ７１ ４９ １７ １５ １１ ４．５倍

合 計 ３６ ３５１ ２５４ １１４ ９０ ７５ ３．４倍

イ 選考の実施状況

職員の採用・昇任については、特殊な職その他について、人事委員会の行う選考によることが認められているが、令和３年度の採用・昇

任に係る選考の実施状況は、次のとおりです。

� 採用選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

１ 主 事 ・ 技 師 ７ １ １１ １ ２０

２ 主 事 ・ 技 師 １ １ ２

３ 係 長 ３ ９ １２

４ 専 門 員 ４ ２０ １ ２５

行 政 職 ５ 課 長 補 佐 ・ 主 幹 ２ ２

６ 本 庁 課 長 ３ １３ １６

７ 参 事 ２ ４ ６

８ 本 庁 局 長 １ １

９ 本 庁 部 長 １ １

１ 巡 査 ４ ４

２ 主 任 ２ ２

３ 係 長 ８ ８

４ 係 長 ２ ２

公 安 職 ５ 課 長 補 佐 ３ ３

６ 本 部 課 次 長 ７ ７

７ 本 部 課 長 ９ ９

８ 参 事 官 １ １

９ 部 長

１ 研 究 員

２ 主 任 研 究 員

研 究 職 ３ 主 任 研 究 員

４ 主 席 研 究 員

５ 機 関 の 長

１ 技 師 ７ ２１ ２８

２ 係 長 ・ 医 長 １ ２８ ２９

医 療 職 � ３ 保 健 所 課 長 ・ 病 院 部 長 １ ６ ７
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４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長 ５ ５

５ 医 監

１ 技 師 ４ ４

２ 技 師 ２ ８ １ １１

３ 主 任

医 療 職 � ４ 係 長

５ 専 門 員

６ 地 方 機 関 の 課 長

７ 地 方 機 関 の 長

１ 技 師

２ 技 師 ２ １０９ １１１

３ 主 任

医 療 職 � ４ 係 長

５ 専 門 員

６ 副 看 護 部 長

７ 看護部長・地方機関の長

技 能 労 務 職

合 計 ３７ １８２ ５９ ３８ ３１６

� 昇任選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 人事委員会 議 会 議 長 代表監査委員 教育委員会 警察本部長 合 計

３ 係 長

４ 専 門 員

５ 課 長 補 佐 ・ 主 幹

行 政 職 ６ 本 庁 課 長 ４６ ２ ６ １ ５５

７ 参 事 ５３ １ ３ １ ４ ６２

８ 本 庁 局 長 ２５ ２ １ １ ２９

９ 本 庁 部 長 ３ １ １ ５

２ 主 任

３ 係 長

４ 係 長

公 安 職
５ 課 長 補 佐

６ 本 部 課 次 長

７ 本 部 課 長 １３ １３

８ 参 事 官 ８ ８

９ 部 長 ９ ９

２ 主 任 研 究 員

研 究 職
３ 主 任 研 究 員

４ 主 席 研 究 員

５ 機 関 の 長

２ 係 長 ・ 医 長

医 療 職 �
３ 保健所課長・病院部長

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長

５ 医 監 １ ８ ９
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４ 係 長

医 療 職 �
５ 専 門 員

６ 地 方 機 関 の 課 長

７ 地 方 機 関 の 長 １ １ ２

４ 主 任

医 療 職 �
５ 専 門 員

６ 副 看 護 部 長

７ 看護部長・地方機関の長 ２ １ ３

合 計 １３１ １６ ５ １ １１ ３１ １９５

� 警察官階級昇任選考

（単位：人）

階 級 昇任者数

警 視 １１

警 部

警 部 補

巡 査 部 長

合 計 １１

� 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

ア 報告及び勧告の日及びその相手方

報 告 及 び 勧 告 の 日 令 和 ３ 年 １０ 月 ６ 日

報 告 及 び 勧 告 の 相 手 方 議 会 議 長 及 び 知 事

イ 報告及び勧告の概要

� 県職員の給与と民間給与との比較

ａ 月例給

令和３年４月分の県職員給与と県内の民間給与とを比較したところ、県職員給与が民間給与を１人当たり平均４７円（０．０１％）下回って

います。

民間給与 （Ａ） ３５６，０８５円 較 差 （Ａ－Ｂ）

４７円（０．０１％）県職員給与 （Ｂ） ３５６，０３８円

ｂ 特別給（期末・勤勉手当）

民間における年間支給割合は４．２８月分であり、県職員の期末・勤勉手当の年間支給割合４．４５月分が、民間における年間支給割合を０．１７

月分上回っています。

� 県職員の給与

ａ 給与の改定

� 月例給

公民給与の較差が極めて小さいことから、給料表及び諸手当の改定は行いません。

� 特別給

令和３年１２月期の期末手当の支給割合を０．１５月分（令和４年度以降は年間で０．１５月分）引き下げるべきです。
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� 公務運営に関する課題

ａ 人材の確保・育成

学生の進路選択の早期化や就業意識の多様化等に加え、新型コロナウイルス感染症の影響による採用活動のオンライン化や在宅勤務等

の執務環境への関心が高まる中、学生等の就業・就職に対する考え方の変化を捉え、県職員の仕事の魅力、やりがい等を積極的に情報発

信していく必要があります。

また、時代に即した試験制度の在り方や人材の確保策について幅広く検討し、受験者確保に積極的に取り組むとともに、職員の意識改

革の徹底や人材育成にも引き続き注力するほか、女性職員が能力や個性に応じて幅広い業務経験を積み活躍できる職場環境や、障がいの

ある職員がその能力を最大限に発揮し活躍できる職場環境、柔軟な働き方に対応した勤務環境の整備に取り組むことが必要です。

ｂ 仕事と家庭生活の両立支援の推進

育児・介護等に伴う休業・休暇制度やテレワーク、フレックスタイム制等について、職員への周知・啓発や利用しやすい制度となるよ

う積極的な見直しを行うとともに、全ての職員が育児や介護等と仕事の両立がしやすく、その能力を十分に発揮できる職場づくりに一層

取り組む必要があります。

育児との両立支援に関する法整備の状況を踏まえた育児休業制度の見直し等について適切に対応するとともに、男性職員が育児休業等

を取得しやすい職場環境整備等の取組を着実に進めるほか、不妊治療のための休暇制度の創設等に向け検討を進める必要があります。

ｃ 超過勤務の縮減、年次有給休暇の取得促進等

超過勤務の縮減のため、上限を超えて超過勤務を命じた要因の分析・検証等を適切に実施し、その結果を踏まえた実効性ある取組をよ

り一層進めるほか、職員の勤務状況を適切に把握・確認するとともに、業務の見直し・削減・合理化の推進、業務量に応じた適正な人員

配置及び柔軟な働き方に対応した勤務環境の整備に努めることが必要です。

また、引き続き職員が年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに努め、なお一層取得促進に取り組む必要があります。

ｄ 職員の健康管理

精神疾患による長期の病気休暇取得者等が依然として多いことから、ストレスチェック制度を効果的に活用し、職場のストレス要因の

軽減・除去に取り組むとともに、職員の労働時間の状況を把握し、過重労働等による健康障害の発生の未然防止により一層努める必要が

あります。

また、職場におけるハラスメントについては、防止に係る要綱等や相談体制の整備等により、防止や解決に向けた取組が行われている

ところであり、引き続き未然防止に努め、風通しのよい職場環境を維持することが必要です。

ｅ 定年の引上げ及び能力・実績に基づく人事管理の推進

令和５年４月からの定年の段階的引上げに向けて、定年の引上げに係る諸課題について、引き続き国の動向を注視しつつ、本県の状況

を踏まえた具体的な検討を進める必要があります。

あわせて、段階的な定年の引上げ期間中存置される再任用制度についても、引き続き、能力及び経験が活かせる環境整備に努めていく

必要があります。

� 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、地方公務員法第４６条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団

体の当局により適当な措置が執られることを要求できるとされています。

令和３年度中の要求件数、終結件数及び令和４年度への繰越件数はいずれもありません。

� 不利益処分に関する審査請求の状況

職員は、地方公務員法第４９条の２の規定により、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会又は

公平委員会に対して、審査請求をすることができるとされています。

当委員会に対する審査請求の状況（県分）は次のとおりです。

主な内容 令和２年度末の係属件数 令和３年度中の請求件数 令和３年度中の終結件数 令和４年度への繰越件数

分 限 処 分 ０ １ ０ １

懲 戒 処 分 ０ ０ ０ ０

転 任 処 分 ・ そ の 他 ０ ０ ０ ０

計 ０ １ ０ １
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�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき令和４年６月１８日から９月４日までの間に実施した技能検定の合格者は、次のとお

りである。

令和４年９月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

� 苦情の処理の状況

人事委員会は、地方公務員法第８条第１項第１１号の規定により、勤務条件に関する措置の要求及び審査請求に関する不服申立てのほか、

職員の苦情を処理することとなっています。

令和３年度中の相談件数８件、処理件数は６件、令和４年度への繰越件数は２件です。

造園（造園工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ｃ １ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ６

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ｃ ２

Ｃ ５

鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

金属熱処理（一般熱処理作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

機械加工（普通旋盤作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｂ １
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２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

機械加工（数値制御旋盤作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｃ １ Ｃ ３

Ｃ ４

機械加工（フライス盤作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ ２

機械加工（数値制御フライス盤作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ ２

機械加工（マシニングセンタ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ２
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鉄工（製缶作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

建築板金（内外装板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

建築板金（ダクト板金作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

めっき（溶融亜鉛めっき作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０

Ａ甲 １２ Ｂ １ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｂ ７

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

仕上げ（治工具仕上げ作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

仕上げ（機械組立仕上げ作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０

Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ａ甲 １７ Ｂ １ Ｂ ２

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １
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電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７

Ｂ ２ Ｂ ３ Ｃ １

産業車両整備（産業車両整備作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

建設機械整備（建設機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ｂ １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７

Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

婦人子供服製造（婦人子供注文服製作作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ６

家具製作（家具手加工作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２
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建具製作（木製建具手加工作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

プラスチック成形（射出成形作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

酒造（清酒製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ４

とび（とび作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ｃ １

Ｃ ３ Ｃ ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｃ １

左官（左官作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｃ １

Ｃ ２ Ｄ １
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タイル張り（タイル張り作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２

防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

防水施工（アクリルゴム系塗膜防水工事作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

防水施工（シーリング防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

防水施工（改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

防水施工（ＦＲＰ防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ｂ １ Ｃ １

内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４
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内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｃ １ Ｄ １

Ｄ ２

内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｂ １

Ｂ ３ Ｂ ４ Ｃ １ Ｃ ２ Ｄ １

内装仕上げ施工（化粧フィルム工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

熱絶縁施工（保温保冷工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ６ Ｃ ２

サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ ２

表装（壁装作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号

Ｃ ２
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監 査 公 表

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

令和４年９月３０日

愛媛県監査委員 � 橋 正 浩

同 大 西 誠

同 兵 頭 竜

同 � 田 健 司

塗装（建築塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｃ ９ Ｃ １０

Ｃ １４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ７

Ｃ ８

塗装（金属塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

循 環 型 社 会 推 進 課 令和３年８月５日

（監査の結果）

収入未済の行政代執行費用（高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に係るもの）

について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

３０年度 １者 ５４６，９６２ 令和２年度決算による

（措置の内容）

債権者である法人に対し、平成３１年３月２６日付けで代執行費用の納付

命令を行い、令和元年５月８日付けで督促状を送付。納付期限内に納付

されなかったことから、法人の財産調査を行い、債権回収手続きを進め、

令和２年９月１７日に９８，３２０円を回収した。今後も適切な債権管理を行い、

債権回収に努める。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

保 健 福 祉 課 令和３年８月２７日

（監査の結果）

収入未済の生活安定資金貸付金償還金について、適切に債権管理され

たい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１６年度及び１７年度 ４５８者 ４０，８１７，８２０ 令和２年度決算による

（措置の内容）

未収入金の収入確保については、市町に対し、借受人や連帯保証人へ
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連絡等を行い、生活状態等の確認や償還督励を実施し、また、行方不明

者についても追跡調査を行うよう要請してきたところ。

その結果、令和２年度末の未収入金４０，８１７，８２０円のうち、令和３年度

中に１２，０００円を回収した。また、時効援用の申立があった１９名について、

１，７５４，５５０円を不納欠損とし、借受人の行方不明などで回収不能と判断

した１名について、１１２，５６０円を債権放棄した結果、令和３年度末には、

前年度より債務者数で２０者減の４３８者、収入未済額で１，８７９，１１０円減の３８

，９３８，７１０円となっている。

今後とも借受人等の生活状況に応じた適切な償還指導により、債権の

整理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

子 育 て 支 援 課 令和３年８月１８日

（監査の結果）

１ 児童扶養手当返還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の

縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ８５，８２０ ９１４，７４０ １，０００，５６０

元年度 ０ ９５４，７４０ ９５４，７４０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ８５，８２０ △４０，０００ ４５，８２０

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努め

られたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ５，３４８，８４３ ２４９，０５３，７７７ ２５４，４０２，６２０

元年度 ６，００９，３９５ ２４８，０９２，８５４ ２５４，１０２，２４９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △６６０，５５２ ９６０，９２３ ３００，３７１

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １８７，９８３ １９，９１６，４００ ２０，１０４，３８３

元年度 １９１，５５７ １９，９４５，８５２ ２０，１３７，４０９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △３，５７４ △２９，４５２ △３３，０２６

（措置の内容）

１ 児童扶養手当返還金については、督促など納入指導に努めているが、

令和３年度（令和４年５月末時点）で収入未済額は５，１０２，４００円とな

っている。

納入指導については、制度の趣旨や返還金の発生理由について説明

を行うとともに、個々の債務者の実態に応じて督促等を継続している。

また、当該返還金は、主に受給者の受給資格に関する届出遅延により

発生していることから、町に対して受給者に対する現況届や資格喪失

届の提出指導、関係部門との連携及び関係公簿等の確認について周知

徹底を図り、今後も返還金の発生の未然防止に努めたい。

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金については、

資金の貸付申請時において母子・父子自立支援員による制度の十分な

説明と適正な償還計画の指導を行うとともに、償還開始直前には必要

に応じて借受者に償還が始まる旨を連絡するなど、適期収入に努めた。

滞納となったものについては、資金の貸付けの段階から本人への相

談・指導にあたっている県下の母子・父子自立支援員全員の協力を得

ながら、督促状の送付、滞納状況に関する通知及び本人又は保証人へ

の電話、訪問を行うなど償還指導に努めた。

また、令和４年３月の一斉催告において、一度も償還のない者等、

本庁所管分の３２８件（未納額２，２２９，５４５円）について、一斉に催告書を

発出し、収入未済額の減少に努めた。

これらの結果、前年度からの滞納繰越分２７４，５０７，００３円のうち、８，１

６７，０００円が３年度内に納入されたが、不納欠損が２，５８５，０８０円生じ、

また３年度償還分４，７２８，７８２円が未収となったことから、３年度末の

収入未済額は２６８，４８３，７０５円となっており、引き続き収入確保と滞納

繰越額の縮減に努めたい。

なお、債権回収の外部委託については、令和４年度に実施する予定

である。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

障 が い 福 祉 課 令和３年８月１８日

（監査の結果）

収入未済の心身障害者扶養共済年金過払金について、適切に債権管理

されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２年度 １者 １４０，０００ 令和２年度決算による

（措置の内容）

新型コロナウイルス感染拡大により親族で集まる機会が持てず、相続

の話が進展しない状況が続いているため、年金受給権者の遺族に対して

定期的な状況確認及び納入指導を行った。

引き続き、適切に納入指導を行ってまいりたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

経 営 支 援 課 令和３年８月１０日

（監査の結果）

中小企業振興資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還金

に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ５，０９６，４６０ 令和２年度決算による

（措置の内容）

当該違約金は、平成２９年４月に誓約した分割納付計画に基づき、同年

４月から毎月１５０，０００円を回収し、令和４年２月に完済予定となってい

たが、貸付先が業績不振に陥り、令和元年５月から納付が困難になった。

その後、県中小企業再生支援協議会等の支援を受けながら新たな償還

計画を含む経営改善計画を策定することとしていたが、新型コロナウイ

ルス感染症等の影響により計画策定が遅れていた。

今般、新たな計画が策定され、違約金については、令和４年７月から

毎月１５０，０００円の納付を再開することになったため、関係金融機関と連

携して当該企業の事業再生を支援しながら、適切な債権管理に努めたい。
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

林 業 政 策 課 令和３年８月３１日

（監査の結果）

１ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について、

収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ０ ６０，１２９，８４６ ６０，１２９，８４６

元年度 ０ ６２，５９９，８４６ ６２，５９９，８４６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ０ △２，４７０，０００ △２，４７０，０００

２ 林業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還金に

伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

平成１９年度～２１年度
及び令和元年度 ３者 １，４４８，４６５ 令和２年度決算による

（措置の内容）

１ 林業改善資金貸付金償還金については、近年、林業・木材産業を取

り巻く経営環境が厳しさを増す中、法人の解散による事業の廃止等に

より令和２年度末で３者６０，１２９，８４６円の未収金が生じていた。

３年度も債務者の資力等に応じた償還の指導に努めた結果、年度内

に２，５５４，０００円が償還され、３年度末現在の未収金額は３者５７，５７５，８４６

円となっている。

令和４年度は、５月末までに３８４，０００円の償還があり、４年５月末

現在の未収金額は、３者５７，１９１，８４６円となっている。

今後とも、地方局等を通じて債務者の状況を把握するなど、適正な

債権管理を行い、貸付金が滞納となった場合の違約金（年１２．２５％）

が多額にならないよう元金の早期償還に努めるとともに、適切な償還

指導により、未収金の早期収入に努めたい。

２ 法人の解散による事業の廃止等により生じた貸付金償還金に係る違

約金については、２年度末で３者１，４４８，４６５円の未収金が生じていた。

３年度も債務者への償還指導に努めた結果、年度内に１２０，０００円が

償還されたため、３年度末現在の未収金額は３者１，３２８，４６５円となっ

ている。

令和４年度は、５月末までに２０，０００円の償還があったため、４年５

月末現在の未収金額は、３者１，３０８，４６５円となっている。

違約金の滞納については、既に貸付金償還金を完済し違約金のみと

なっている１者を除いて、貸付金償還金完済後の違約金納入を指導し

ているところである。

今後とも、違約金に係る適正な債権管理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

森 林 整 備 課 令和３年８月３１日

（監査の結果）

県有林経営事業特別会計については、昭和５９年度以降歳入不足が生じ、

毎年度繰上充用の措置が講じられているところであるが、令和２年度末

の歳入不足額は２１億８，５２０万円と、前年度より４，１３２万円減少しているも

のの、令和２年度の木材価格は県営林経営改善計画策定当時（平成１１年

度）の５割程度にまで下落していることから、平成２７年３月に見直しを

行った県営林経営改善計画を着実に実行するなど、今後の健全な経営に

向けてより一層の努力が望まれる。

（措置の内容）

県有林経営事業特別会計は、平成２７年３月に見直した「県営林経営改

善計画」に沿った事業運営を行い、次の新たな改善策を順次推進するな

ど円滑な経営改善に努めている。

①森林を採算林、不採算林に区分し管理。

②分収林の不採算林は無償解約、採算林は契約を延長。

③県有林の採算林は、７０年サイクルの森林を目指す。

④２８年度から人員を削減。（４名→３名）

⑤県有林経営事業基金は処分し、償還金に補填。

⑥林業躍進プロジェクト等の施策を積極的に推進。

⑦２８年度から償還金に対しても一般会計から繰入。

こうした取り組みの結果、令和３年度の単年度収支（繰上充用額を除

く。）は、４，８７１万円の黒字となり、令和３年度末の歳入不足額は前年

に比べ減少し２１億３，６５０万円となったが、依然として歳入不足が生じて

いることから、今後も経営改善計画を着実に実行し、財政健全化が早期

に図られるよう鋭意努力して参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

漁 政 課 令和３年８月１７日

（監査の結果）

１ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

について、収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ０ ４，３６４，０００ ４，３６４，０００

元年度 ４，２６０，０００ １，４８２，０００ ５，７４２，０００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △４，２６０，０００ ２，８８２，０００ △１，３７８，０００

２ 沿岸漁業改善資金特別会計における収入未済の違約金（貸付金償還

金に伴うもの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

平成２２年度及び
令和２年度 ２者 １，６５３，２３６ 令和２年度決算による

（措置の内容）

１ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金については、厳しい漁業経営を強い

られる中、令和２年度末で３名分４，３６４，０００円の滞納繰越が生じてい

る。これに対して、定期的に本人と面談して、分割による償還を指導

してきた結果、令和３年度は、うち１名から計１７９，０００円、もう１名

からは計１０８，０００円、残る１名からは８８０，０００円を収入した。

今後とも、適正な償還指導を通じて未収金の早期収入に努め、債権

全体の回収に繋げて参りたい。

２ 債務者Ａは、違約金９６９，５１７円が長期延滞となっているが、当面は、

償還金（元本）の完済を優先させることとし、今後も早期に違約金の

支払いが可能となるよう、定期的に本人と面談し、適正な指導を継続

することとしている。

また、債務者Ｂは、滞納繰越していた償還金の一部が令和２年度に

解消され、それに伴う違約金６８３，７１９円が発生したが未収となってい

る。当面は未収となっている償還金（元本）の完済を優先させること

とし、今後も早期に違約金の支払いが可能となるよう、定期的に本人

と面談し、適正な指導を行っていくこととしている。
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（措置の内容）

滞納となったものについては、愛媛県徴収確保対策本部において、滞

納整理方針及び数値目標を策定して計画的な滞納整理に努めるとともに、

滞納整理強化期間の設定、差押の早期着手と換価処分の促進などを実施

し、滞納整理に努力した結果、令和３年度に繰り越した収入未済額３１５，

１０２，５７７円が令和４年５月３１日現在で１２１，１４７，８９７円に減少した。

令和３年度現年課税分については、自動車税納期内納付キャンペーン

による啓発活動に加え、「コンビニ収納」、「クレジットカード納付」

及び「スマートフォン決済アプリ納付」等、納税環境の整備により納税

者の利便性向上に努め、納期内自主納税の促進を図るとともに、滞納者

に対しては、早期に財産調査を進め、預金、保険、給与などの差押え等

による滞納処分を積極的に実施した結果、令和４年５月３１日時点の未収

入金は１３５，６３４，６３６円となった。

今後とも、納税秩序の維持と税収の確保を図るため、県税の納期限内

の収入確保とともに滞納繰越分の整理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部
令和３年７月２６日
令和３年７月３０日

（監査の結果）

１ 生活保護費戻入金について、収入未済額の縮減に、引き続き努めら

れたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ０ ２９２，０２０ ２９２，０２０

元年度 ０ ３２７，０２０ ３２７，０２０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ０ △３５，０００ △３５，０００

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子寡婦福祉資金貸付

金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層

努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １０，２２７，２５２ ５１，６３８，８００ ６１，８６６，０５２

元年度 １０，４２１，５６４ ４７，４４２，６７５ ５７，８６４，２３９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１９４，３１２ ４，１９６，１２５ ４，００１，８１３

（父子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ４０，１２３ １３３，０００ １７３，１２３

元年度 ９０，７５０ ４２，２５０ １３３，０００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △５０，６２７ ９０，７５０ ４０，１２３

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １１４，３００ ２，２３６，８７１ ２，３５１，１７１

元年度 ２４２，４１５ ２，０５８，２７２ ２，３００，６８７
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１２８，１１５ １７８，５９９ ５０，４８４

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

建 築 住 宅 課 令和３年８月２３日

（監査の結果）

１ 住宅貸付損害金について、適切に債権管理するとともに、収入未済

額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ０ ２５，１８８，８１９ ２５，１８８，８１９

元年度 ４０３，６８８ ２６，９７７，４１７ ２７，３８１，１０５
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △４０３，６８８ △１，７８８，５９８ △２，１９２，２８６

２ 工事の契約手続遅延に伴う損害弁償金（消費税増額分）について、

適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

元年度 １者 ９，７５１，２００ 令和２年度決算による

（措置の内容）

１ 令和２年度末時点における住宅貸付損害金（９８名２５，１８８，８１９円）の

退去滞納者に対しては、催告通知等回収に努めたところ、令和３年度

中に２名から１７５，３７４円の入金（完納）、分割納入中の３名から１８８，０

００円の入金があり、最終的な過年度分未収金（令和４年度繰越）につ

いては９６名２４，８２５，４４５円となった。

なお、令和３年度においては明渡訴訟の提訴が無かったため、新た

な住宅貸付損害金は発生していない。引き続き地方局と連携しながら

収入確保に努めるとともに、より一層の収入未済額の縮減に努めてま

いりたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ０ ２４，８２５，４４５ ２４，８２５，４４５

２年度 ０ ２５，１８８，８１９ ２５，１８８，８１９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ０ △３６３，３７４ △３６３，３７４

２ 債務者が請求内容を不服として、令和元年１０月１６日に管轄の裁判所

に債務不存在確認請求事件として提起を行い、県としても、損害賠償

請求事件として令和２年１月３１日に反訴の提起を行っており、現在係

争中である。

今後も、法廷で県の正当性を主張し、債権額が最大限確保出来るよ

う努めてまいりたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 地 域 産 業 振 興 部 令和３年７月２６日

（監査の結果）

県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １７２，７６５，１１４ １４２，３３７，４６３ ３１５，１０２，５７７

元年度 １４１，９４５，１７７ １７８，４２０，７９９ ３２０，３６５，９７６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ３０，８１９，９３７ △３６，０８３，３３６ △５，２６３，３９９
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（措置の内容）

１ 生活保護費戻入金のうち、令和３年度発生分については、丁寧な説

明と粘り強い償還指導により、全額納入させた。

なお、令和２年度からの滞納繰越分２９２，０２０円については、生活保

護費返還金納付計画に基づく適期収入が図られるよう、債務者への督

促状・催告書の送付や臨戸訪問による納入指導に努めた結果、滞納者

の相続人から７，０００円が納入され、収入未済額は２８５，０２０円に減少した。

今後も債務者の生活状況を把握するとともに、適切な返還指導等に

より、収入未済額の縮減に努めて参りたい。

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計の貸付金償還金については、貸付申

請時に母子・父子自立支援員が制度を十分説明し適正な償還計画を作

成するよう指導するとともに、償還開始直前には借受人に償還が始ま

ることを連絡するなど、適期収入に努めた。

また、償還が滞った者には、督促状の送付、滞納状況に関する通知

及び借主（連帯借主）への電話といった償還指導に加え、連帯保証人

を通じた働きかけを行ったものの、疾病や就労収入の低下等により家

計が悪化し、貸付当初に計画した償還が困難となる者も多く、令和３

年度償還分のうち、計１０，２３４，５０４円は未収となった。

なお、令和２年度からの滞納繰越分計６４，３９０，３４６円については、市

の母子・父子自立支援員との協力のもと、借主及び連帯借主への電話

指導、連帯保証人による償還の促進等の納入指導に努め、３，７４８，７２２

円が納入された。これらの結果、令和３年度の収入未済額は合計７０，８

７６，１２８円に増加したことから、引き続き、借主の生活状況に応じた適

切な償還指導を粘り強く行い、納期限内の収入確保と滞納繰越額の縮

減に努めて参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 建 設 部 令和３年７月２６日

（監査の結果）

県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ４６３，４００ １，７３９，０００ ２，２０２，４００

元年度 ５２５，４００ ２，３４７，５００ ２，８７２，９００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △６２，０００ △６０８，５００ △６７０，５００

（措置の内容）

令和２年度末時点で２，２０２，４００円の収入未済額があったが、令和３年

度においても納入促進を図るため、滞納者に対して定期的に戸別訪問等

による納入督促を行った。

また、長期滞納者については、督促状の発送、訪問、電話、呼出し等

での催告、連帯保証人への協力依頼などにより強力に納入指導を実施す

るとともに、悪質な長期滞納者に対しては、住宅の明渡しを請求し訴訟

を提起することとしている。

この結果、３年度は、滞納繰越金４０１，２００円の納入があり、不納欠損

処分１５５，１００円を行った。令和３年度現年度分の収入未済額は６６０，０９９円

となり、令和３年度分を含めた収入未済額は、前年度に比べ１０３，７９９円

増の２，３０６，１９９円となっている。

今後とも、引き続き納入督促を行い、滞納整理に努めて参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 今 治 土 木 事 務 所 令和３年７月３０日

（監査の結果）

県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １，７４４，４００ １，４５９，７００ ３，２０４，１００

元年度 １，０６０，５００ １，４６４，３００ ２，５２４，８００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ６８３，９００ △４，６００ ６７９，３００

（措置の内容）

令和２年度末時点で３，２０４，１００円（３８名）の収入未済額があったが、

令和３年度においても納入促進を図るため、滞納者に対して定期的に戸

別訪問等による納入督促を行った。

また、長期滞納者については、督促状の発送、訪問、電話、呼出し等

での催告、連帯保証人への協力依頼などにより強力に納入指導を実施す

るとともに、悪質な長期滞納者に対しては、住宅の明渡しを請求し訴訟

を提起することとしている。

この結果、３年度は、滞納繰越金の３７．７％、１，２０８，６００円（３０名）の

納入があり、併せて３２０，４００円（１名）の不納欠損処理を行った。また、

令和３年度現年度分の収入未済額が５６２，５００円となり、令和３年度末現

在の収入未済額は、前年度に比べ９６６，５００円減の２，２３７，６００円となった。

今後とも、引き続き納入督促を行い、滞納整理に努めて参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 地 域 産 業 振 興 部 令和３年７月１６日

（監査の結果）

県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ３８７，１８２，２３５ ２７２，１４６，０３２ ６５９，３２８，２６７

元年度 ２６６，５９６，９２４ ２９６，６１８，４２７ ５６３，２１５，３５１
金額は各
年度の決
算による

差引増減 １２０，５８５，３１１ △２４，４７２，３９５ ９６，１１２，９１６

（措置の内容）

県税の納期内の収入確保については、特に自動車税種別割（旧自動車

税）について、県民に対し納期内納付の重要性を広くアピールすること

で、納税者の意識啓発、納期内納付率の向上、滞納の未然防止を図ると

ともに、納税方法を周知することを目的として、例年、「納期内納付キ

ャンペーン」を実施しており、３年度も２年度に引き続き新型コロナウ

イルス感染症対策のため商店街や大型商業施設での啓発活動は取り止め

となったが、関係機関へのポスター掲示依頼や、商工会議所・商工会か

ら事業者への納期内納付の周知依頼、コンビニ及びクレジットカード、

スマートフォン決済アプリの利用等による納期内納付の呼び掛け等の広

報活動を実施し、同税の現年度課税分の納期内納付率（金額ベース）は

前年度を０．６５ポイント上回った。

県税の収入未済額の縮減については、愛媛県徴収確保対策本部におい

て策定された滞納整理方針及び目標に基づき、新型コロナウイルス感染
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症の影響に配慮しつつ、引き続き、必要なものについては迅速かつ厳正

な差押、換価等の滞納処分の執行、税務職員の相互併任等による市町と

連携した滞納整理の推進などにより、効果的かつ効率的な滞納整理を実

施した。

また、平成２４年度に当局に県内の徴収困難案件や煩雑な公売案件の集

約を目的に設置された「愛媛県特別滞納整理班」においても、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため捜索等の活動が大きな制約を受ける中、活

動可能な時期には感染防止対策を十分に行ったうえで専門的な滞納整理

活動を実施し、積極的に滞納処分に取り組んだ。

これらの取組みの結果、全税目における納期内納付率は金額ベースで

９８．１９％、対前年度比０．３４ポイント増となるとともに、特例（コロナ）

猶予制度の終了などから、令和３年度末の現年度収入未済額は、２年度

末から１９２，５１１，１９８円、４９．７２％減の１９４，６７１，０３７円、現年度分と滞納繰

越分を合わせた収入未済額は、２年度末の６５９，３２８，２６７円から１９８，８８０，９

８７円、３０．１６％減の４６０，４４７，２８０円となった。

今後とも、引き続き納税秩序を確立し、税負担の公平性と県税収入の

確保を図るため、納期内納付の促進と収入未済額の縮減に努めて参りた

い。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 １９４，６７１，０３７ ２６５，７７６，２４３ ４６０，４４７，２８０

２年度 ３８７，１８２，２３５ ２７２，１４６，０３２ ６５９，３２８，２６７
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１９２，５１１，１９８ △６，３６９，７８９△１９８，８８０，９８７

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 令和３年７月１６日

（監査の結果）

１ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ３，２４１，０７８ １８，０２４，５７８ ２１，２６５，６５６

元年度 １，９４７，５７８ １６，１６２，９７１ １８，１１０，５４９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 １，２９３，５００ １，８６１，６０７ ３，１５５，１０７

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努め

られたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １，７２８，８２４ ９，１６１，３５２ １０，８９０，１７６

元年度 １，５８４，３２１ ９，１０１，３９９ １０，６８５，７２０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 １４４，５０３ ５９，９５３ ２０４，４５６

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １１６，５３４ ７１３，２００ ８２９，７３４

元年度 １２７，１２８ ７８７，６７９ ９１４，８０７
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１０，５９４ △７４，４７９ △８５，０７３

（措置の内容）

１ 生活保護費戻入金の過年度収入未済額については家庭訪問や電話、

文書等で納入指導を行った結果、前年度からの滞納繰越額２１，２６５，６５６

円に対し、７０，０００円の納入、１，６９３，８９５円の不納欠損があったが、令

和３年度現年度償還分２４，４９４，４６９円が未納となったことから、令和３

年度末現在の収入未済額は４３，９９６，２３０円となっている。

滞納者は、生活保護を受給中又は受給していた者で、厳しい生活状

況にはあるが、今後も、家庭訪問や電話、文書等により返還指導を行

い、収入の確保と収入未済額の縮減に努めたい。

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における貸付金償還金の過年度収入

未済額については家庭訪問や電話、文書等で納入指導を行った結果、

前年度からの滞納繰越額１１，７１９，９１０円に対し、１，５８９，０３４円の納入が

あったが、令和３年度現年度償還分２，０９１，４８３円が未納となったこと

から、令和３年度末現在の収入未済額は１２，２２２，３５９円となっている。

この貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源であること

から、今後とも、引続き、電話・文書等による返還指導を行うととも

に、個々の生活状況に応じた適切な返還計画などの指導も併せて行い、

納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の整理・縮減に努

めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 建 設 部 令和３年７月１６日

（監査の結果）

１ 県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減

に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ３，８８５，１９８ ９，６７８，４７１ １３，５６３，６６９

元年度 ５，４６１，３５８ １５，１３５，３０１ ２０，５９６，６５９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１，５７６，１６０ △５，４５６，８３０ △７，０３２，９９０

２ 収入未済の河川不法投棄物処分費用負担金について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ２４８，４００ 令和２年度決算による

（措置の内容）

１ 令和２年度末における県営住宅貸付料滞納分（１３，５６３，６６９円）につ

いては、愛媛県県営住宅家賃滞納整理要領及び愛媛県県営住宅指定管

理者業務仕様書に基づき、本人に対する督促状の送付、電話や訪問に

よる督促、呼出しによる納付指導を行うとともに、保証人に対する納

付指導依頼を行うほか、債権回収業者への収納業務委託により滞納の

解消に努めている。

この結果、令和４年５月末日現在において、５８９，４４０，０７２円（現年

度分）、３，３０６，３２６円（滞納繰越分）の納付及び９１１，５００円の不納欠損

処分により、滞納額は１３，８６７，７６９円となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内収入に留意するとともに、滞納繰越

分についても収入確保に努めたい。

２ 債務者は、平成３０年４月に保護決定を受け、現在も生活保護を受給

している状況である。定期的に就労状況等の確認を行うなど、適切な
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債権管理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 地 域 産 業 振 興 部 令和３年７月９日

（監査の結果）

県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ４７，３３１，６８５ ４５，１４６，９６３ ９２，４７８，６４８

元年度 ５０，７６２，０４７ ４５，７６４，２４６ ９６，５２６，２９３
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △３，４３０，３６２ △６１７，２８３ △４，０４７，６４５

（措置の内容）

令和３年度現年度課税分については、前年度に引き続き自動車税納期

内納付キャンペーンや「クレジットカード」や「スマートフォン決済ア

プリ」等の納税方法の拡充などによる納期内自主納税の促進に努めると

ともに、給与を中心とした債権の差押等積極的な滞納処分を実施したこ

とにより、未収金は３７，９７４，２３２円となり、前年度に比べて９，３５７，４５３円

減少した。

令和３年度滞納繰越分については、滞納整理方針及び数値目標に基づ

き計画的な滞納整理に努めるとともに、滞納整理強化期間の設定、債権

差押の徹底と換価処分の促進、局独自文書催告など徴収確保に努め、本

局管内（平成２４年度～）及び支局管内（平成２６年度～）において取り組

んでいる「県・市町税務職員の相互併任」による個人県民税等の滞納案

件に係る徴収確保等により、令和２年度に繰越した未収入金９２，４７８，６４８

円は令和４年５月３１日現在３９，９９６，６７３円となり、５２，４８１，９７５円減少した。

これらの取組の結果、現年度分、滞納繰越分を合わせた収入未済額は、

令和２年度末の９２，４７８，６４８円から、令和３年度末には７７，９７０，９０５円とな

り、１４，５０７，７４３円、１５．６８％の減少となっている。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、納期内納付の促

進と収入未済額の縮減に努めたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ３７，９７４，２３２ ３９，９９６，６７３ ７７，９７０，９０５

２年度 ４７，３３１，６８５ ４５，１４６，９６３ ９２，４７８，６４８
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △９，３５７，４５３ △５，１５０，２９０ △１４，５０７，７４３

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部
令和３年７月９日
令和３年７月１２日

（監査の結果）

１ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １，３６９，２２１ １３，２７５，６４８ １４，６４４，８６９

元年度 １，２８４，０８０ １２，４８６，３７６ １３，７７０，４５６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ８５，１４１ ７８９，２７２ ８７４，４１３

２ 母子父子寡婦福祉資金特別会計における母子父子寡婦福祉資金貸付

金償還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ４，１６５，３６８ ２９，３２９，７５７ ３３，４９５，１２５

元年度 ５，４９０，６７２ ２９，３３４，３５４ ３４，８２５，０２６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１，３２５，３０４ △４，５９７ △１，３２９，９０１

（父子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ８０，０８２ ０ ８０，０８２

元年度 ５，７２６ ０ ５，７２６
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ７４，３５６ ０ ７４，３５６

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ７７，６００ ２７９，０５８ ３５６，６５８

元年度 ８６，４００ ６９９，９０２ ７８６，３０２
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △８，８００ △４２０，８４４ △４２９，６４４

３ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ２４３，２７８ ３，７７４，１７１ ４，０１７，４４９

元年度 １，７５９，９０４ ２，７４９，２６７ ４，５０９，１７１
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１，５１６，６２６ １，０２４，９０４ △４９１，７２２

（八幡浜支局）

（措置の内容）

１ 令和２年度末において、生活保護費戻入金の収入未済額が１４，６４４，８

６９円であったが、訪問や電話等による納入指導を行った結果、令和４

年３月末までに１８７，５０５円納入された結果、未納額は１４，４５７，３６４円と

なった。

未納者は７７名であり、うち３７名は保護中である。

引き続き、未納者に対し粘り強く適切な返還指導を行い、期限内の

収入確保に努めるとともに滞納繰越額の縮減に努めてまいりたい。

なお、令和３年度の現年度分生活保護費戻入金については、次のと

おりとなっている。

令和３年度生活保護費戻入金収入状況表

令和４年５月３１日現在

３年度調定額 収 入 済 額 収入未済額 収 入 歩 合

１３，９７７，８１２円 ７，４４０，８０８円 ６，５３７，００４円 ５３．２％

未納者２５名

２ 令和２年度末において、母子父子寡婦福祉資金特別会計における母



愛 媛 県 報令和４年９月３０日 第３４６号

８４０

子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の収入未済額が３３，９３１，８６５円であっ

たが、訪問や電話等による納入指導を行った結果、令和４年３月末ま

でに８，６１６，０８６円納入された結果、未納額は２５，３１５，７７９円となった。

滞納者９７名中２９名が償還済みとなったほか、４９名からは一部納入を

得た。

しかしながら、借主の不安定な雇用状況等から、生活困窮者、多重

債務者など依然として償還困難者が多い状態である。

今年度も引き続き、滞納者へ催告書を送付するとともに、就労情報

の提供や口座振替の推進、日々の電話催告等に応じない滞納者に対す

る戸別訪問、連帯保証人に対する償還協力の要請等を積極的に行い、

期限内の収入確保に努めるとともに滞納繰越額の縮減に努めてまいり

たい。

なお、令和３年度の現年度分母子父子寡婦福祉資金特別会計におけ

る母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金については、次のとおりとなっ

ている。

令和３年度母子父子寡婦福祉資金償還金収入状況表

令和４年５月３１日現在

３年度調定額 収 入 済 額 収入未済額 償 還 率

６２，５４７，０８５円 ６０，１５０，００４円 ２，３９７，０８１円 ９６．２％

未納者３８名

３ 令和２年度末において、生活保護費戻入金の収入未済額が４，０１７，４４９

円であったが、訪問や電話等による納入指導を行った結果、令和４年

３月末までに５１０，７５０円納入された結果、未納額は３，５０６，６９９円となっ

た。

未納者は１２名であり、うち３名は保護中である。

引き続き、未納者に対し粘り強く適切な返還指導を行い、期限内の

収入確保に努めるとともに滞納繰越額の縮減に努めてまいりたい。

なお、令和３年度の現年度分生活保護費戻入金については、次のと

おりとなっている。

令和３年度生活保護費戻入金収入状況表

令和４年５月３１日現在

３年度調定額 収 入 済 額 収入未済額 収 入 歩 合

４，６６７，７９５円 ４，２９２，１５４円 ３７５，６４１円 ９１．９％

未納者１１名

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 建 設 部 令和３年７月９日

（監査の結果）

県営住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ９５６，４４９ ６７３，１００ １，６２９，５４９

元年度 １，０６１，１００ ５９６，８００ １，６５７，９００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △１０４，６５１ ７６，３００ △２８，３５１

（措置の内容）

県営住宅貸付料については、令和２年度末時点で１，６２９，５４９円（家賃

１４名、駐車場使用料１団地）の収入未済額があったが、滞納者及び連帯

保証人に対し、督促状の送付・呼出し・訪問等納付指導に努めた結果、

６４２，０４９円（家賃８名、駐車場使用料１団地）の納付があり、令和２年

度以前の収入未済額は９８７，５００円（６名）となっている。なお、令和３

年度の滞納繰越分の収入未済額増加は、長期滞納者１名分の滞納額増加

が主な要因となっている。現在、福祉部局等の支援を受け、返済計画に

沿って支払いを進めている。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰

越額の回収に努めて参りたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

３年度 ７１７，３００ ９８７，５００ １，７０４，８００

２年度 ９５６，４４９ ６７３，１００ １，６２９，５４９
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △２３９，１４９ ３１４，４００ ７５，２５１

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 令和３年４月１５日

（監査の結果）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ６，０６３，１５０ ２７，９６５，１５０ ３４，０２８，３００

元年度 ６，５７７，４６０ ２６，９１５，３５０ ３３，４９２，８１０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △５１４，３１０ １，０４９，８００ ５３５，４９０

２ 収入未済の非常勤嘱託職員報酬返納金について、債権放棄の検討も

含め、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２９年度 １者 ５５，１２８ 令和２年度決算による

（措置の内容）

１ 児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対し、措置

の際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に努めた。

滞納となったものについては、平成１５年度に制定した「児童福祉施

設入所負担金徴収マニュアル」に基づき、四半期毎に徴収検討会議を

開催し、未納状況について情報を共有するとともに、滞納者の生活状

況や重点的に納付を指導すべき未収金について検討を行い、文書催告

や臨戸訪問等により積極的に滞納整理を行った。

今後とも、保護者との連絡を密にし、収入の確保に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

令和２年１２月３１
日現在

令和２年度末現
在（令和３年度
への繰越額）

令和４年５月３１
日現在

２年度 現 年 分 ５，６８４，４１０ ６，０６３，１５０ ５，６０５，４６０

２年度 滞納繰越分 ２８，３００，６３０ ２７，９６５，１５０ ２３，１７９，５６０

計 ① ３３，９８５，０４０ ３４，０２８，３００ ２８，７８５，０２０

３年度 現 年 分 ② ― ― ６，５５５，４１０

合 計（①＋②） ３３，９８５，０４０ ３４，０２８，３００ ３５，３４０，４３０

２ 平成３０年４月２５日裁判所から破産手続開始の通知があり、債権届出

書を提出し、平成３１年１月１０日に１３，６８６円の入金があった。免責が確
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定しているため、弁済は困難と思われるが、時効までは自然債務とし

て残るため、任意弁済があった際は受け付けることとしたい。

なお、収納未済額５５，１２８円について適切な債権管理に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

令和２年１２月３１
日現在

令和２年度末現
在（令和３年度
への繰越額）

令和４年５月３１
日現在

２９年度 現 年 分 ５５，１２８ ５５，１２８ ５５，１２８

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東予子ども・女性支援センター 令和３年５月１０日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ２，１５８，６５０ ６，５７１，９００ ８，７３０，５５０

元年度 １，６６５，６５０ ５，０２９，５５０ ６，６９５，２００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 ４９３，０００ １，５４２，３５０ ２，０３５，３５０

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状の送付をするとともに、

徴収会議において未納者の状況を把握し、電話催告、戸別訪問を実施し、

収入未済額の縮減に努めている。

今後とも、負担金の適時・適切な収入に留意するとともに、滞納繰越

分については、面接やケース訪問時を利用して保護者との連絡を密にし、

期限内納入の啓発に努めるとともに、効果的な督促を行い収入の確保に

努めたい。

区 分

収入未済額（円）

令和２年１１月３０
日現在

令和３年度への
繰越額（令和２
年度末現在）

令和３年１１月３０
日現在

令和２年度分 １，６４７，９５０ ２，１５８，６５０ ２，１２９，６５０

滞納繰越分 ６，６２２，８００ ６，５７１，９００ ６，４７８，４００

計 ① ８，２７０，７５０ ８，７３０，５５０ ８，６０８，０５０

令和３年度分② ― ― ２，４００，２２０

合 計（①＋②） ８，２７０，７５０ ８，７３０，５５０ １１，００８，２７０

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南予子ども・女性支援センター 令和３年５月１０日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １，６０２，３７５ ９，７０１，６６０ １１，３０４，０３５

元年度 １，８２５，５９０ ９，７７９，４３０ １１，６０５，０２０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △２２３，２１５ △７７，７７０ △３００，９８５

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、１０月に催告書を送付す

るとともに、徴収会議を開催し、未納者の状況把握と徴収可能な債務者

の選別を実施、訪問または電話による重点的な納入催告に努めた。

その結果、令和３年度に繰り越した未収金１１，３０４，０３５円の内、令和４

年３月末現在２０６，２５０円を収納し、１，７９１，４９０円を不納欠損処理した。

今後とも、負担金の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

分についても、保護者との連絡を密にし、効果的な督促に努め、その縮

減に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

令和３年度への繰越額
（令和２年度末現在） 令和４年５月３１日現在

令和２年度分 １，６０２，３７５ １，６０２，３７５

滞納繰越分 ９，７０１，６６０ ７，７０３，９２０

計 ① １１，３０４，０３５ ９，３０６，２９５

令和３年度分② ― １，２１２，８７０

合計（①＋②） １１，３０４，０３５ １０，５１９，１６５

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 令和３年８月２５日

（監査の結果）

奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金について、納期限内

の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 ５７，９８４，０００ ２２６，３３５，５２９ ２８４，３１９，５２９

元年度 ６６，８６０，０００ ２３６，３３７，５００ ３０３，１９７，５００
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △８，８７６，０００ △１０，００１，９７１ △１８，８７７，９７１

（措置の内容）

奨学資金貸付金償還金については、奨学生の採用時及び貸与終了時に、

学校長を通じ、制度の趣旨や返還義務等を指導するとともに、卒業後、

新たに返還を開始するときは、納入通知書発行に先立ち、文書により納

入期限及び納入額の事前案内を行い、納期限内の収入確保に努めている。

また、返還指導を業務とする奨学生指導員（特定業務職員３名）を設

置し、係員と連携して、滞納者本人や連帯保証人等に対する電話、文書

等での返還指導を行うほか、平成３０年度からは回収困難な債権について

債権回収会社への委託を開始し、令和３年度からは長期滞納債権を一律

委託するなど収入未済額の縮減に取り組んでいる。

令和２年度末現在の未収額２８４，３１９，５２９円については、令和３年度に

７６，９１０，１５４円（うち委託先での収納分３１，２６５，１５４円）を収納し、令和４
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８４２

公営企業管理規程

�愛媛県公営企業管理規程第７号
愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和４年９月３０日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この管理規程は、令和４年１０月１日から施行する。

年度への滞納繰越額は２０７，４０９，３７５円となった。しかしながら、多量採

用した時期（平成２１年度前後）の奨学生が返還期にあることなどにより、

令和３年度には新たに７１６件、４８，６８５，０００円の未収金が発生したため、

令和３年度末現在の未収額は、過年度分と合わせて２５６，０９４，３７５円とな

った。

今後は、奨学生指導員による初期の返還指導により、滞納の累積を防

止していくとともに、回収のノウハウを有する専門業者を効果的に活用

することにより、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

人 権 教 育 課 令和３年８月３０日

（監査の結果）

地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金について、納期限内

の収入確保と収入未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２年度 １８，７６８，３５０ ５９６，８７１，６７７ ６１５，６４０，０２７

元年度 ２１，９９４，９８１ ５９１，５３５，４９９ ６１３，５３０，４８０
金額は各
年度の決
算による

差引増減 △３，２２６，６３１ ５，３３６，１７８ ２，１０９，５４７

（措置の内容）

令和３年度における地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金

については、３７，９７８，４２２円の調定額に対し、収納額２１，１２７，３８７円となっ

ており、収納率は５５．６％であった。

滞納繰越分については、償還金の未納者に対して、督促状の発行や各

種通知文に未納額を掲載して納入を促すとともに、県担当者が奨学生で

あった者やその保護者と面談するなどして返還指導を実施した結果、令

和３年度中に１０，４６１，５８５円を収納し、令和４年３月末現在では６０４，８４０，

８０９円となったが、新たに令和３年度の未収金１６，８５１，０３５円が発生した

ことから、令和３年度末の収入未済額は６２１，６９１，８４４円となっている。

平成２３年度からすべての未納対象者に対し「未納状況通知書」を送付

することで、さらに返還を促すとともに、平成２５年度からは奨学生指導

員を１名配置し、市町担当者と連携を密に図り、返還に係る相談者にも

丁寧に対応している。また面接指導を行う等、係全員体制でより効果的

な運用を図っている。

今後は、さらにきめ細かな返還指導を徹底し、債務者の返還意識を高

揚させることで、納期内収入の確保と収入未済額の縮減に一層努めたい。

改 正 後 改 正 前

附 則

（給料の調整額）

附 則

（給料の調整額）

９ 当分の間、病院に勤務する医療職給料表�の適用を受ける職員

に対し、当該職員に適用される職務の級に応じて次の表に掲げる

調整基本額に同表に掲げる調整数を乗じて得た額の給料の調整額

を支給する。

職務の級 調整基本額 調整数

１級 ８，１００円

２級 ９，４００円

３級 ９，７００円

４級 １０，０００円 ０．３

５級 １０，４００円

６級 １１，６００円

７級 １２，５００円

９ 省略 １０ 省略
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８４３

雑 報

�公 告

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第３４条第３項の規定に基づき、公立大学法人愛媛県立医療技術大学の令和３年度に係る財

務諸表について、次のとおり公告する。

令和４年９月３０日

公立大学法人愛媛県立医療技術大学

理事長 安 川 正 貴
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８４４

勘 定 科 目 金 額

資産の部
� 固定資産
１ 有形固定資産

土地 ６４３，９８９，０００
建物 １，８３９，３７３，２１０
建物減価償却累計額 △７０８，８９０，７８２ １，１３０，４８２，４２８

構築物 ２７，７０９，５００
構築物減価償却累計額 △９，９２３，０１９ １７，７８６，４８１

工具器具備品 ２４６，２７０，２１７
工具器具備品減価償却累計額 △２０７，６６２，１４１ ３８，６０８，０７６

図書 ２８５，３３２，０２４
有形固定資産合計 ２，１１６，１９８，００９

２ 無形固定資産
ソフトウェア １
電話加入権 １８，０００
無形固定資産合計 １８，００１
固定資産合計 ２，１１６，２１６，０１０

� 流動資産
現金及び預金 ３７７，８２５，３８１
未収入金 １３９，４０５
たな卸資産 ８６４，８２４
前払費用 ５０９，８６０
流動資産合計 ３７９，３３９，４７０
資産合計 ２，４９５，５５５，４８０

負債の部
� 固定負債
１ 資産見返負債

資産見返運営費交付金等 １７０，８７１，０６３
資産見返補助金等 ６８，７５０，４１０
資産見返寄附金 １２，３４３，０５４
資産見返物品受贈額 ２１８，６５６，０１６ ４７０，６２０，５４３

２ 長期リース債務 ４，１９６，８６６
固定負債合計 ４７４，８１７，４０９

� 流動負債
寄附金債務 １６，２１９，６１１
前受共同研究費 ２，０５１，４６７
未払金 １１６，３５２，６０１
リース債務 ４，６５０，３６９
未払費用 ２３，６１４，７３７
預り科学研究費補助金 １３，６３７，７３８
預り金 ５，４２２，７９８

流動負債合計 １８１，９４９，３２１
負債合計 ６５６，７６６，７３０

純資産の部
� 資本金

地方公共団体出資金 ２，２０６，１７９，０００
資本金合計 ２，２０６，１７９，０００

� 資本剰余金
資本剰余金 １５９，７２２，４０６
損益外減価償却累計額（△） △７２７，９３０，１１４

資本剰余金合計 △５６８，２０７，７０８
� 利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金 ２１，４９７，４７０
教育研究の質の向上並びに組織運
営及び施設整備の改善積立金 ４１，２８５，５１８
積立金 ８８，７４４，０５２
当期未処分利益 ４９，２９０，４１８
（うち当期総利益） （４９，２９０，４１８）

利益剰余金合計 ２００，８１７，４５８
純資産合計 １，８３８，７８８，７５０

負債純資産合計 ２，４９５，５５５，４８０

貸 借 対 照 表
（令和４年３月３１日）

【単位：円】
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８４５

勘 定 科 目 金 額

経常費用
業務費
教育経費 ８９，２４１，５２７
研究経費 ３５，９９５，２６３
教育研究支援経費 ２０，３３１，４８９
共同研究費 １，５９３，９４５
役員人件費 ３９，９１０，５９１
教員人件費 ５５３，９２８，２３８
職員人件費 １２３，０５５，６６５ ８６４，０５６，７１８

一般管理費 ９０，７１５，９８８
財務費用
支払利息 ３５６，０６７ ３５６，０６７

経常費用合計 ９５５，１２８，７７３

経常収益
運営費交付金収益 ６７６，９９５，０８８
授業料収益 ２２９，９２３，９５１
入学金収益 ３５，１１８，４００
検定料収益 ８，１７０，８００
共同研究収益 １，５９３，９４５
寄附金収益 ５１４，３１０
資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金等戻入 ９，８４０，６４６
資産見返寄附金戻入 ２，５８９，７０１
資産見返補助金等戻入 ５，９０５，２７３
資産見返物品受贈額戻入 ７，２３５，０３６ ２５，５７０，６５６

財務収益
受取利息 ４，１１７ ４，１１７

雑益
財産貸付料収益 ２８８，６１６
手数料収入 ３５２，３５０
物品等売払収入 ２７７，７１４
雑益 ５，２０９，５４７ ６，１２８，２２７

経常収益合計 ９８４，０１９，４９４

経常利益 ２８，８９０，７２１

臨時損失
固定資産除却損 １，６８０，２５２ １，６８０，２５２

臨時利益
運営費交付金収益 ７，１２２，１４９ ７，１２２，１４９

当期純利益 ３４，３３２，６１８

目的積立金取崩額 １４，９５７，８００

当期総利益 ４９，２９０，４１８

損 益 計 算 書
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

【単位：円】
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８４６

区 分 金 額

� 業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出 △１０７，６６１，９３６
人件費支出 △６９４，２３８，８２８
その他の業務支出 △５３，６０５，９０９
運営費交付金収入 ７１９，３６５，０００
授業料収入 ２０８，７５９，８５１
入学金収入 ３２，９１８，８００
検定料収入 ８，１７０，８００
共同研究収入 １００，０００
寄附金収入 ８，２８８，０００
その他の収入 ６，１０９，９１８
小計 １２８，２０５，６９６

設立団体納付金の支払額 ０
業務活動によるキャッシュ・フロー １２８，２０５，６９６

� 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △１８，５６８，８８０
小計 △１８，５６８，８８０

利息の受取額 ４，１１７
投資活動によるキャッシュ・フロー △１８，５６４，７６３

� 財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出 △５，４６０，４６２
小計 △５，４６０，４６２

利息の支払額 △２７５，３５２
財務活動によるキャッシュ・フロー △５，７３５，８１４

� 資金増加額 １０３，９０５，１１９

� 資金期首残高 ２７３，９２０，２６２

� 資金期末残高 ３７７，８２５，３８１

キャッシュ・フロー計算書
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

【単位：円】
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８４７

勘 定 科 目 金 額

� 当期未処分利益 ４９，２９０，４１８
当期総利益 ４９，２９０，４１８

� 積立金振替額 ６２，７８２，９８８
教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整備の改善積
立金 ４１，２８５，５１８
前中期目標期間繰越積立金 ２１，４９７，４７０

� 利益処分額
積立金 １１２，０７３，４０６ １１２，０７３，４０６

利益の処分に関する書類
【単位：円】
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８４８

勘 定 科 目 金 額

� 業務費用
� 損益計算書上の費用

業務費 ８６４，０５６，７１８
一般管理費 ９０，７１５，９８８
財務費用 ３５６，０６７ ９５５，１２８，７７３
臨時損失 １，６８０，２５２ ９５６，８０９，０２５

� （控除）自己収入等
授業料収益 △２２９，９２３，９５１
入学金収益 △３５，１１８，４００
検定料収益 △８，１７０，８００
共同研究収益 △１，５９３，９４５
寄附金収益 △５１４，３１０
資産見返寄附金戻入 △２，５８９，７０１
財務収益 △４，１１７
雑益 △１，６００，０１８ △２７９，５１５，２４２

業務費用合計 ６７７，２９３，７８３

� 損益外減価償却相当額 ６７，３４２，１３５

� 引当外賞与増加見積額 △１，０９３，０５９

� 引当外退職給付増加見積額 △３，２９１，０２４

� 機会費用
地方公共団体出資の機会費用 ３，６３０，３０９

� 行政サービス実施コスト ７４３，８８２，１４４

行政サービス実施コスト計算書
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

【単位：円】
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注 記
� 重要な会計方針

「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』（平成３０年３月３０日総務省告示第１２５号改訂）」及び「『地

方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するＱ＆Ａ（総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会

計士協会 平成３０年５月改訂）」を適用しております。

１．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、運営費交付金特別分（退職一時金及び派遣職員人件費等）については、愛媛県の指定に従い費用進行基準を採用しています。

２．減価償却の会計処理方法

� 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準とし、県から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数で減価償却し

ています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 １１年～２７年

構築物 １０年

工具器具備品 ３年～５年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第８７）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金

から控除して表示しています。

� 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいています。

３．引当金の計上基準

� 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与一時金については、運営費交付金により財源措置されているため、賞与に係る引当金は計上していません。

なお、職員に支給する賞与のうち、翌事業年度の運営費交付金により財源措置されるものについては、行政サービス実施コスト計

算書における引当外賞与増加見積額として、当事業年度末の支給対象期間に応じた支給見込額から前事業年度末の同見込額を控除し

た額を計上しています。

� 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置されているため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第８９条第４項に基づき計

算された退職一時金に係る当事業年度末の引当外退職給付見積額から前事業年度末における同見積額を控除した額を計上しています。

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品について、最終仕入原価法を採用しています。

５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

１０年利付国債の令和４年３月３１日利回りを参考に０．２１８％で計算しています。

６．リース取引の会計処理

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

７．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

� 貸借対照表注記

１．翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 ４２，４６６，９９９円

２．翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 ３８１，５８５，６２７円

（愛媛県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いております。）

� キャッシュ・フロー計算書注記

１．資金の期末残高の貸借対照表表示科目の内訳

現金及び預金 ３７７，８２５，３８１円

うち定期預金（控除） ０円

資金期末残高 ３７７，８２５，３８１円
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２．重要な非資金取引

該当事項はありません。

� 行政サービス実施コスト計算書注記

１．引当外賞与増加見積額の中には、愛媛県からの派遣職員に係る△１６１，９９３円が含まれています。

２．引当外退職給付増加見積額の中には、愛媛県からの派遣職員に係る△１，９０３，５４６円が含まれています。

３．機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体（愛媛県）に係るものです。

� 金融商品に関する事項

� 金融商品の状況に関する事項

当法人の資金運用は、預金、国債、地方債、政府保証債等に限定しております。なお、現在は預金のみの運用となっており、運用先

の経営状況等の監視等を行っています。

� 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しています。

【単位：円】

貸借対照表計上額（※） 時 価（※） 差 額

現金及び預金 ３７７，８２５，３８１ ３７７，８２５，３８１ ０

未払金 （１１６，３５２，６０１） （１１６，３５２，６０１） ０

リース債務 （９，８２２，７８８） （９，０５０，２６０） △７７２，５２８

※負債に計上されているものは、（ ）で示しています。

（注）金融商品の時価の算定方法

現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法により算定しています。

� 賃貸等不動産の時価等の開示に関する事項

該当事項はありません。

� 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

� 重要な後発事項

該当事項はありません。
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附 属 明 細 書
� 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８７特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第９１資産除去債務に係る特定の除去

費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

【単位：円】

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額 差 引

当期末残高
摘要

当期償却額

建物 １，６３１，７９３，６００ １，６１２，６００ ０ １，６３３，４０６，２００ ６７４，８６０，４５１ ６２，２０９，３０７ ９５８，５４５，７４９

有形固定資産
（特定償却資
産）

構築物 １６，９５０，０００ ０ ０ １６，９５０，０００ １，６９６，６４２ １，２６５，５６０ １５，２５３，３５８

工具器具備品 ６０，３８９，７０６ １１，１４８，５００ ０ ７１，５３８，２０６ ５１，３７３，０２１ ３，８６７，２６８ ２０，１６５，１８５

計 １，７０９，１３３，３０６ １２，７６１，１００ ０ １，７２１，８９４，４０６ ７２７，９３０，１１４ ６７，３４２，１３５ ９９３，９６４，２９２

建物 １６９，６６７，０１０ ３６，３００，０００ ０ ２０５，９６７，０１０ ３４，０３０，３３１ １１，５８４，１４７ １７１，９３６，６７９ 注

構築物 １０，７５９，５００ ０ ０ １０，７５９，５００ ８，２２６，３７７ ４３５，０２４ ２，５３３，１２３ 注
有形固定資産
（特定償却資
産を除く）

工具器具備品 １７６，９１４，８０７ ７，７３９，２６０ ９，９２２，０５６ １７４，７３２，０１１ １５６，２８９，１２０ １１，６２７，３９７ １８，４４２，８９１ 注

図書 ２８６，８５８，２３３ ５，８７３，８７１ ７，４００，０８０ ２８５，３３２，０２４ ２８５，３３２，０２４

計 ６４４，１９９，５５０ ４９，９１３，１３１ １７，３２２，１３６ ６７６，７９０，５４５ １９８，５４５，８２８ ２３，６４６，５６８ ４７８，２４４，７１７

非償却資産 土地 ６４３，９８９，０００ ０ ０ ６４３，９８９，０００ ６４３，９８９，０００

土地 ６４３，９８９，０００ ０ ０ ６４３，９８９，０００ ６４３，９８９，０００

建物 １，８０１，４６０，６１０ ３７，９１２，６００ ０ １，８３９，３７３，２１０ ７０８，８９０，７８２ ７３，７９３，４５４ １，１３０，４８２，４２８

有形固定資産
の合計

構築物 ２７，７０９，５００ ０ ０ ２７，７０９，５００ ９，９２３，０１９ １，７００，５８４ １７，７８６，４８１

工具器具備品 ２３７，３０４，５１３ １８，８８７，７６０ ９，９２２，０５６ ２４６，２７０，２１７ ２０７，６６２，１４１ １５，４９４，６６５ ３８，６０８，０７６

図書 ２８６，８５８，２３３ ５，８７３，８７１ ７，４００，０８０ ２８５，３３２，０２４ ２８５，３３２，０２４

計 ２，９９７，３２１，８５６ ６２，６７４，２３１ １７，３２２，１３６ ３，０４２，６７３，９５１ ９２６，４７５，９４２ ９０，９８８，７０３ ２，１１６，１９８，００９

ソフトウェア ３，９１１，９５１ ０ ０ ３，９１１，９５１ ３，９１１，９５０ ０ １

無形固定資産 電話加入権 １８，０００ ０ ０ １８，０００ １８，０００

計 ３，９２９，９５１ ０ ０ ３，９２９，９５１ ３，９１１，９５０ ０ １８，００１

注）当期有形固定資産増加高の内訳

○建物

非常用発電機設備 ３６，３００，０００円

○工具器具備品

財務会計システムおよび授業料システム ５，９１９，２００円

分娩台一式 ３，２１２，０００円 ほか

当期有形固定資産減少額の内訳

○工具器具備品

財務会計システムおよび授業料システム △５，４２５，０５６円（リース期間満了による）

皮膚水分分布・携帯測定装置 △２，１４５，０００円 ほか

� たな卸資産の明細

【単位：円】

種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘要
当期購入 その他 払出 その他

貯蔵品（灯油等） ３３５，７４９ ９，８４２，７５０ ０ ９，５９５，３６２ ０ ５８３，１３７

貯蔵品（郵券類等） ２２９，３５３ ９００，５７０ ０ ８４８，２３６ ０ ２８１，６８７

計 ５６５，１０２ １０，７４３，３２０ ０ １０，４４３，５９８ ０ ８６４，８２４

注）たな卸資産は費用計上方式により会計処理しております。
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� 有価証券の明細

該当事項はありません。

� 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

� 長期借入金の明細

該当事項はありません。

� 公立大学法人債の明細

該当事項はありません。

� 引当金の明細

該当事項はありません。

� 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

� 保証債務の明細

該当事項はありません。

� 資本金及び資本剰余金の明細 【単位：円】

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

資 本 金
地方公共団体出資金 ２，２０６，１７９，０００ ０ ０ ２，２０６，１７９，０００

計 ２，２０６，１７９，０００ ０ ０ ２，２０６，１７９，０００

資本剰余金

目的積立金 １４６，９４３，３０６ １２，７６１，１００ ０ １５９，７０４，４０６ 注１

その他 １８，０００ ０ ０ １８，０００

計 １４６，９６１，３０６ １２，７６１，１００ ０ １５９，７２２，４０６

損益外減価償却累計額 △６６０，５８７，９７９ △６７，３４２，１３５ ０ △７２７，９３０，１１４ 注２

差引計 △５１３，６２６，６７３ △５４，５８１，０３５ ０ △５６８，２０７，７０８

注１）当期増加額は固定資産取得による増加です。

注２）当期増加額は現物出資および目的積立金を財源とする特定償却資産の減価償却によるものです。

	 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

	－１ 積立金等の明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

教育研究の質の向上並びに組織運営
及び施設整備の改善積立金 ３１，１０６，８９０ ３７，８９７，５２８ ２７，７１８，９００ ４１，２８５，５１８ 注１、注２

法第４０条第１項に基づく積立金 ７５，４２２，６９５ １３，３２１，３５７ ０ ８８，７４４，０５２ 注１

前中期目標期間繰越積立金 ２１，４９７，４７０ ０ ０ ２１，４９７，４７０

合計 １２８，０２７，０５５ ５１，２１８，８８５ ２７，７１８，９００ １５１，５２７，０４０

注１）当期増加額は、令和２年度の利益処分によるものです。

注２）当期減少額は、当該積立金の使途に沿った使用によるものです。
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�－２ 目的積立金取崩しの明細

【単位：円】

積立金の名称及び事業名

教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整備の改善積立金

教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整
備事業 計

構築物 １，６１２，６００ １，６１２，６００

工具器具備品 １１，４１２，５００ １１，４１２，５００

小計 １３，０２５，１００ １３，０２５，１００

一般管理費

消耗品費 ３，０３７，１００ ３，０３７，１００

備品費 １，０６７，０００ １，０６７，０００

修繕費 １，８１２，８００ １，８１２，８００

報酬・委託・手数料 ８，７７６，９００ ８，７７６，９００

小計 １４，６９３，８００ １４，６９３，８００

合計 ２７，７１８，９００ ２７，７１８，９００

� 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

�－１ 運営費交付金債務

【単位：円】

交付年度 期首残高 交 付 金
当期交付額

当期振替額

期末残高運営費交付金
収 益

資 産 見 返
運営費交付金

建設仮勘定
見返運営費
交 付 金

資本剰余金 小 計

令和元年度 ４，２４７，４５８ － ４，２４７，４５８ ０ ０ ０ ４，２４７，４５８ ０

令和２年度 ３，４７７，０３９ － ３，４７７，０３９ ０ ０ ０ ３，４７７，０３９ ０

令和３年度 － ７１９，３６５，０００ ６７６，３９２，７４０ ４２，９７２，２６０ ０ ０ ７１９，３６５，０００ ０

計 ７，７２４，４９７ ７１９，３６５，０００ ６８４，１１７，２３７ ４２，９７２，２６０ ０ ０ ７２７，０８９，４９７ ０

注）地方独立行政法人会計基準注解第７９条６項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額臨時収益に振替えています。

�－２ 運営費交付金収益

【単位：円】

業務区分 令和元年度交付分 令和２年度交付分 令和３年度交付分 合 計

期間進行基準 ０ ０ ５３６，３６９，７４０ ５３６，３６９，７４０

費用進行基準 ４，２４７，４５８ ０ １３６，３７７，８９０ １４０，６２５，３４８

会計基準第７９条５項によ
る振替額（注） ０ ３，４７７，０３９ ３，６４５，１１０ ７，１２２，１４９

合 計 ４，２４７，４５８ ３，４７７，０３９ ６７６，３９２，７４０ ６８４，１１７，２３７

注）地方独立行政法人会計基準第７９条５項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振替えています。

� 運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細

�－１ 施設費の明細

該当事項はありません。

�－２ 補助金等の明細

該当事項はありません。
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� 役員及び教職員の給与の明細

【単位：円、人】

区 分
報酬又は給与 退職給付

支給額 支給人数 支給額 支給人数

常勤 （３２，８６９，６８６）
３２，８６９，６８６

（３）
３

（０）
０

（０）
０

役 員 非常勤 （０）
３６０，０００

（０）
４

（０）
０

（０）
０

計 （３２，８６９，６８６）
３３，２２９，６８６

（３）
７

（０）
０

（０）
０

常勤 （４７９，１９５，５７３）
５００，３５９，０１８

（６７）
７５

（５６，５８２，２９５）
５６，５８２，２９５

（５）
５

教職員 非常勤 （０）
１７，１６１，１７４

（０）
３７

（０） （０）
０

計 （４７９，１９５，５７３）
５１７，５２０，１９２

（６７）
１１２

（５６，５８２，２９５）
５６，５８２，２９５

（５）
５

常勤 （５１２，０６５，２５９）
５３３，２２８，７０４

（７０）
７８

（５６，５８２，２９５）
５６，５８２，２９５

（５）
５

合 計 非常勤 （０）
１７，５２１，１７４

（０）
４１

（０）
０

（０）
０

計 （５１２，０６５，２５９）
５５０，７４９，８７８

（７０）
１１９

（５６，５８２，２９５）
５６，５８２，２９５

（５）
５

注１）役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人愛媛県立医療技術大学役員報酬規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

注２）教職員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員給与規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則、

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の給与の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の住居手当に関する

細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の通勤手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の単身赴

任手当に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の初任給調整手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療

技術大学職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の特殊勤務手当の支給等に関

する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員退職手当規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の退職手当に関する細則、

公立大学法人愛媛県立医療技術大学有期雇用職員給与規程、非常勤講師の報酬額について（理事長決定）、日々雇用職員の賃金日額

について（事務局長決定）に基づき支給しております。

注３）役員及び教職員の報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

注４）支給額には法定福利費は含んでいません。

注５）上記明細には、共同研究費による人件費は含めておりません。

� 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

� 業務費及び一般管理費の明細

【単位：円】

教育経費
消耗品費 １２，３０４，３６６
備品費 ２，３３４，６１０
印刷製本費 ２，０２５，９６７
水道光熱費 １５，１９３，９３１
旅費交通費 ２，６４２，７５９
通信運搬費 ２，４４９，２３１
賃借料 ９９９，３１６
保守費 ７，７５７，５７３
修繕費 ３６５，２００
損害保険料 ３６，２７０
諸会費 ５４，０００
報酬・委託・手数料 １２，２４１，０４６
奨学費 ２３，３６３，７００
減価償却費 ６，０８４，０２０
雑費 １，３８９，５３８ ８９，２４１，５２７

研究経費
消耗品費 １６，２７６，８１８
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備品費 ５，３７４，７６４
印刷製本費 １８３，９７０
水道光熱費 ２，９６４，９５８
旅費交通費 ２７１，６３７
通信運搬費 ５３５，２８２
賃借料 ６６，０００
保守費 １，６３７，０２０
修繕費 ４４，９４６
損害保険料 ２４６，７５０
諸会費 １，３０８，４７９
報酬・委託・手数料 ２，６３５，７７７
減価償却費 ４，２７５，５８２
雑費 １７３，２８０ ３５，９９５，２６３

教育研究支援経費
消耗品費 ２，４０２，７１８
備品費 １５８，４００
水道光熱費 １，７１５，７７７
旅費交通費 １，２９５
通信運搬費 ６，０６５，４５５
賃借料 １，２１７，９６３
保守費 ８７６，０２５
諸会費 ５８，６００
報酬・委託・手数料 １９５，８４８
減価償却費 ２３９，３２８
図書費 ７，４００，０８０ ２０，３３１，４８９

共同研究費
消耗品費 １，１８７，７４５
備品費 ３１５，３００
水道光熱費 ５，０００
通信運搬費 ８５，９００ １，５９３，９４５

役員人件費
報酬 ２３，７７６，５７５
賞与 ９，４５３，１１１
法定福利費 ６，６８０，９０５ ３９，９１０，５９１

教員人件費
常勤教員給与
給料 ３００，０２３，５０５
賞与 １０２，９４５，１８１
退職給付費用 ５６，５８２，２９５
法定福利費 ８５，３７７，２５７ ５４４，９２８，２３８

非常勤教員給与
給料 ９，０００，０００ ９，０００，０００ ５５３，９２８，２３８

職員人件費
常勤職員給与
給料 ７７，０９６，３４５
賞与 ２０，２９３，９８７
法定福利費 １７，４５０，７８８ １１４，８４１，１２０

非常勤職員給与
給料 ８，１６１，１７４
法定福利費 ５３，３７１ ８，２１４，５４５ １２３，０５５，６６５

一般管理費
消耗品費 １３，１０９，４００
備品費 ２，３１８，９００
印刷製本費 １，３３０，０６５
水道光熱費 １０，４６３，３６８
旅費交通費 ３４４，１８２
通信運搬費 ９３９，９７８
賃借料 ２，８３９，２８８
福利厚生費 ９８４，０３７
保守費 ８，１３７，９４９
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修繕費 ５，１９１，３００
損害保険料 １，０４２，３３５
広告宣伝費 １７６，０００
諸会費 １，７２３，１００
会議費 ３００
報酬・委託・手数料 ２８，６５０，０６９
減価償却費 １３，０４７，６３８
雑費 ４１８，０７９ ９０，７１５，９８８

� 寄附金の明細

【単位：円、件】

区 分 当期受入額 件 数 摘 要

寄附金 ８，２８８，０００ ６

現物寄附（図書） １，０２１，６７１ ８

合 計 ９，３０９，６７１ １４

� 受託研究の明細

該当事項はありません。

� 共同研究の明細

【単位：円】

共同研究契約の相手方 経費の別 期首残高 当期受入額 共同研究収益 期末残高

地方公共団体等

（設立団体以外）

直接経費 ０ ９５，０００ ９５，０００ ０

間接経費 ０ ５，０００ ５，０００ ０

株式会社等 直接経費 ２，７６９，０４７ ０ ９１７，７１１ １，８５１，３３６

間接経費 ２００，０００ ０ ０ ２００，０００

その他 直接経費 ５７６，３６５ ０ ５７６，２３４ １３１

間接経費 ０ ０ ０ ０

合 計
直接経費 ３，３４５，４１２ ９５，０００ １，５８８，９４５ １，８５１，４６７

間接経費 ２００，０００ ５，０００ ５，０００ ２００，０００

� 受託事業等の明細

該当事項はありません。

� 科学研究費補助金等の明細

【単位：円、件】

種 目 当期受入 件 数 摘 要

日本学術振興会
基盤研究（Ｂ）

（１，４００，０００）
３３０，０００ ４

日本学術振興会
基盤研究（Ｃ）

（１４，０３６，５８８）
４，０４８，２０９ ２５

日本学術振興会
若手研究

（９９３，３９２）
１５０，０００ １

合 計 （１６，４２９，９８０）
４，５２８，２０９ ３０

（注）上段（ ）内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載しています。

� 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

現金 ８，０００

普通預金 ３７７，８１７，３８１

計 ３７７，８２５，３８１
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資産見返物品受贈額の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

工具器具備品 ３

図書 ２１８，６５６，０１２

ソフトウエア １

計 ２１８，６５６，０１６

未払金の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

固定資産未払金 ４２，６３２，６９９

その他未払金（人件費） ５９，８５０，１７２

その他未払金（物件費） １３，８６９，７３０

計 １１６，３５２，６０１

令和４年９月３０日 発行


